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はじめに 

 

近年、地球温暖化による気候変動やプラスチックごみによる

海洋汚染、マイクロプラスチックによる生態系への影響など、

環境問題への意識・関心はかつてないほど高まっており、こう

した課題への対応が強く求められています。 

本市では、平成２８年３月に「枚方市一般廃棄物処理基本計

画」を策定し、循環型社会の構築に向け、様々な施策を推進し

てまいりました。  

その結果、市民と事業者の皆様のご協力により、ごみの焼却

量は、平成２８年度の約９万９千トンから令和６年度には約８万

４千トンまで削減することができました。また、生活排水の適正処理率も 99.2％に達し、

当初の目標値を上回る成果を挙げることができました。  

こうした成果がある一方で、令和元年１０月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が

施行され、市町村には食品ロス削減推進計画を定めることが求められ、令和４年４月には

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行によって、更なる資源循環の

推進が必要とされました。 

こうした廃棄物行政を取り巻く社会情勢の変化や、これまでの取り組みの成果と課題を

踏まえ、令和８年度から令和１７年度までの１０年間を計画期間とする、「第２次枚方市一般

廃棄物処理基本計画」を策定いたしました。 

本計画では、ごみの焼却量や食品ロスの発生量の削減、生活排水適正処理率の向上と

いう目標を掲げ、４Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）を基本とした施策を総

合的に推進してまいります。これらの目標を達成するためには、市民・事業者の皆様との

連携のもと、さらなる取り組みを進めていくことが重要です。今後とも本計画の推進にあ

たり、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました枚方市廃棄物減量等推

進審議会委員の皆様をはじめ、アンケート調査や意見聴取などにご協力をいただきました

市民及び事業者の皆様に心よりお礼を申し上げます。 

 

 

令和８年３月  

 

                                           枚方市長 
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第１部 総論  

1. 計画策定の趣旨 

本市では、令和４年３月に「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（平成２８年３月策定）」と「第２次生活

排水処理基本計画（平成２４年１２月策定）」を一本化する形で「枚方市一般廃棄物処理基本計画」と

して改定しました。 

この基本計画に基づき、循環型社会の実現に向けて、市民・事業者と連携・協力しながら、ごみの

発生抑制を最優先に様々なごみの減量・リサイクルの取り組みや生活排水の適正処理の推進に向け

た取り組みを実施しています。 

近年、国においては「プラスチック資源循環戦略」の策定（令和元年５月）や「食品ロスの削減の推

進に関する法律」の施行（令和元年１０月）、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の

施行（令和４年４月）、「第五次循環型社会形成推進基本計画」の策定（令和６年８月）など、循環型社

会の実現に向けて循環経済への移行や持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する取り

組みを強化しています。また、循環経済への移行は廃棄物の発生抑制等により気候変動を解決する

重要な取り組みであり、２０５０年のゼロカーボンシティの実現に向けて、廃棄物処理システム全体や

資源循環の取り組みを通じた温室効果ガスの削減も求められています。 

こうした社会情勢の変化等を踏まえながら、更なるごみの発生抑制や資源循環の推進、生活排水

の適正処理に向けて、新たに食品ロス削減推進計画を盛り込んだ「第２次枚方市一般廃棄物処理基

本計画」の策定を行うものです。 
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2. 計画の位置付け 

本計画は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条第１項に基づき、長期的視点に立った一般

廃棄物処理に係る基本的事項や廃棄物の排出抑制から最終処分までの適正な処理を進めるために

必要な事項を定めるものであり、「食品ロスの削減の推進に関する法律」に基づく食品ロス削減推進

計画としても位置付けます。 

また、本計画は、本市の一般廃棄物処理における最上位計画であり、本市の「総合計画」や「環境

基本計画」、「食育推進計画」、「下水道整備基本計画」などと整合を図るとともに、ごみ処理や生活

排水処理に関する基本的な事項を具体化させるための方向性を示すものです。 

 

 

 

図１ 計画の位置付け 

環境基本法 

（環境基本計画） 

循環型社会形成推進基本法 

（循環型社会形成推進計画） 

枚方市総合計画 

枚方市環境基本計画 

枚方市一般廃棄物処理実施計画 
枚方市分別収集計画 

枚方市災害廃棄物処理計画 

容器包装リサイクル法、家電リサイクル法 

小型家電リサイクル法、食品リサイクル法 

建設リサイクル法、自動車リサイクル法 

資源有効利用促進法 

グリーン購入法 

食品ロス削減推進法 

プラスチック資源循環促進法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（廃棄物処理基本方針） 

（廃棄物処理施設整備計画） 

大阪府循環型社会推進計画 

枚方市地球温暖化対策実行計画 

枚方市一般廃棄物処理基本計画 

（ごみ処理基本計画） 

（食品ロス削減推進計画） 

（生活排水処理基本計画） 

枚方市下水道整備基本計画 

枚方市食育推進計画 

法律・国の指針 

（再利用の推進） 

（個別物品の特性に応じた規制） 

（国等が率先して再生品などの調達を推進） 

（食品ロスの削減を総合的に推進） 

（プラスチックの資源循環の促進等） 

大阪府の計画 

枚方市の計画 
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3. 計画の期間 

本計画の計画期間は令和８年度から令和１７年度までの１０年間とします。令和１２年度を中間目

標年度とし、見直しを行います。 

なお、計画の前提となる諸条件に大きな変化があった場合は適宜見直しを行うものとします。 

 

年度 
R8 

(２０２６) 

R９ 

(２０２７) 

R10 

(２０２８) 

R11 

(２０２９) 

R12 

(２０３０) 

R13 

(２０３１) 

R14 

(２０３２) 

R15 

(２０３３) 

R16 

(２０３４) 

R17 

(２０３５) 

計画期間     

 

  
 

 

 

 

 

4. 計画の進捗管理 

計画の進行管理においては、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（見直し）の

PDCA サイクルの考え方に基づき、毎年目標値や施策の進捗状況を適切に点検し、継続的に改善を

図っていくとともに、概ね５年で評価・見直しを行います。 

また、計画の進捗状況を枚方市廃棄物減量等推進審議会に適宜報告し、その審議内容等を踏まえ、

毎年度策定する「枚方市一般廃棄物処理実施計画」の施策等に反映させるなど、本計画の着実な推

進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 進行管理(ＰＤＣＡサイクル)の概念図 

 

中間目標年度 最終目標年度 

D

計画に基づく

施策の実施

C

施策の評価

A

計画の見直し

P

計画の策定等
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第２部 ごみ編(ごみ処理基本計画) 

1. 計画の基本的事項 

(1)計画策定の背景 

本市では、循環型社会の構築に向けて、市民・事業者と連携・協力しながら、様々なごみの４Ｒ

（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを進めてきました。その結果もあり、

近年、本市のごみの排出量や焼却量は減少傾向にあります。 

しかしながら、国際的なプラスチックごみによる海洋汚染問題や、気候変動への対応として、

さらなるごみの減量が求められています。 

このような状況の中、国は、環境基本計画、循環型社会形成推進基本計画の見直しや、プラス

チックごみなどの諸課題に対する法令等を整備し、これらの中で、地方公共団体には、中核的な

役割を果たすことが求められています。 

こうした国内外の動向を踏まえ、循環型社会の形成に向けた取り組みを一層強化するため、

ごみ処理基本計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

４R 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例） 

●レジ袋や過剰包装を断る 

●不要な広告物を断る 

（例） 

●詰め替え商品を購入する 

●マイボトルを持ち歩く 

（例） 

●中古品から探す 

●フリーマーケットを利用 

（例） 

●資源ごみの分別 

●地域の集団回収にの利用 
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２.ごみ処理の現状と課題 

(1)ごみ処理の体制 

１） ごみ処理の流れ 

本市では、家庭から発生するごみを「一般ごみ」、「ペットボトル・プラスチック製容器包装」、

「粗大ごみ」、「空き缶、びん・ガラス類」、「古紙」に区分して収集しています。粗大ごみは市民

持込みによる直接搬入を受け付けており、「水銀使用製品廃棄物」、「使用済小型家電」は拠点

回収を行っています。また、事業系ごみは一般廃棄物収集運搬許可業者による直接搬入によ

り受け付けています。それぞれのごみの処理の流れは図３のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ごみ処理システムの概要  

収集・運搬 中間処理・最終処分

事業系ごみ 
（直接搬入のみ） 

水銀使用廃製品 
（拠点回収） 

古紙 

臨時ごみ 

使用済小型家電 
（拠点回収） 

穂谷川清掃工場 

保管など 

  ：家庭系ごみ ：事業系ごみ 

一般ごみ 

空き缶、びん・ガラス類 

ペットボトル・ 
プラスチック製 
容器包装 

粗大ごみ 
（直接搬入含む） 

枚方京田辺可燃ごみ広

域処理施設 

・東部清掃工場 

焼却 

北河内４市 
リサイクルプラザ 
選別、圧縮、梱包 

東部清掃工場 

破砕、選別 

民間業者 
 

再資源化 

大阪湾広域臨海 
環境整備センター 

埋立て 
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2） 収集運搬体制 

本市における家庭系ごみの分別区分ごとの収集運搬体制は表１のとおりです。事業系ごみ

については、排出事業者が一般廃棄物収集運搬許可業者に委託を行っています。 

 

表１ 家庭系ごみの分別区分と収集運搬の状況 

分別区分 収集方式 収集頻度 収集体制 

一般ごみ 

ステーション 

週２回 

市または 

民間業者 

空き缶、びん・ガラス類 月２回 

古紙 月２回 

ペットボトル・プラスチック製容器包装 週１回 

粗
大
ご
み

な
ど 

粗ごみ 

戸別収集または 

直接搬入 

月１回 

（１世帯） 大型ごみ 

臨時ごみ 
随時 

動物の死体 

使用済小型家電 
拠点回収または 

ピックアップ回収 
随時 

水銀使用廃製品 拠点回収 随時 

 

3) 処理体制 
本市におけるごみの処理体制は表２のとおりです。 

 

表２ ごみの処理体制 

分別区分 処理施設 処理方法 

家
庭
系
ご
み 

一般ごみ 

焼却施設 

（枚方京田辺可燃ごみ広域処理施設、 

東部清掃工場） 

焼却 

空き缶、びん・ガラス類 民間施設 選別 

古紙 民間施設 圧縮梱包 

ペットボトル・プラスチック製容器包装 
北河内４市 

リサイクルプラザ 

選別・圧縮

梱包 

粗
大
ご
み 

な
ど 

粗ごみ 
粗大ごみ処理施設 

（東部清掃工場） 
破砕・選別 大型ごみ 

臨時ごみ 

動物の死体 
焼却施設 

（穂谷川清掃工場） 
焼却 

使用済小型家電 民間施設 選別 

水銀使用廃製品 民間施設 選別 

事
業
系
ご
み 

可燃ごみ 
焼却施設 

（東部清掃工場） 
焼却 

粗大ごみ 
粗大ごみ処理施設 

（東部清掃工場） 
破砕・選別 
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(２)ごみ処理の実績 

１） ごみ量の実績 

① ごみの排出量 

本市の過去１０年間のごみの排出量の実績を図４に示します。令和６年度の家庭系ごみ量

は６６,０５７ｔ、事業系ごみ量は２８,８３６ｔ、再生資源集団回収量は８,８７３ｔとなっており、合

計量は、年々減少しています。 

 

 
図４ 種類別排出量及び人口の推移 
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② 資源化量と資源化率 

本市の過去１０年間の資源化量（集団回収量を含む。）及び資源化率の推移を図５に示しま

す。令和６年度の資源化量は１８,１６８t、資源化率は１７.５％となっており、減少傾向にありま

す。 

 

  
図５ 資源化量と資源化率の推移 

 

③ ごみの焼却量 

本市の過去１０年間のごみの焼却量の推移を図６に示します。令和６年度のごみの焼却量

は８４,０５１tとなっており、減少傾向にあります。 

 

 
図６ ごみの焼却量の推移 
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④ 最終処分量 

本市の過去１０年間の最終処分量の推移を図７に示します。令和６年度の最終処分量は９,７

８２tとなっています。 

 

 

図７ 最終処分量の推移 

 

⑤ 温室効果ガスの排出量 

本市の過去１０年間の温室効果ガスの排出量の推移を図８に示します。令和６年度の温室効果ガ

スの排出量は２８,３５５t-CO2となっています。 

 

 
図８ 温室効果ガスの排出量の推移 
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2) ごみの組成分析調査の結果 

令和７年６月に、本市の家庭系ごみと事業系ごみを対象にごみの組成分析調査を実施しまし

た。調査の結果、家庭系一般ごみの中には、「リサイクルが可能な紙類」が 10.0%、「プラスチッ

ク製容器包装」が１３.１％と分別することでリサイクルが可能なもの（図９・１０の緑色箇所）が比

較的多く含まれています。事業系可燃ごみの中には「リサイクル可能な紙類」が７.１%、「プラス

チック類」が１８.５%含まれています。 

   また、本来食べられるのに捨てられている「未利用食品」（図の黄色箇所）が、家庭系一般ご

みの中に１３.１％、事業系可燃ごみの中に１０.４％含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 家庭系ごみ（一般ごみ）の組成分析調査の結果（重量比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図１０ 事業系ごみ（可燃ごみ）の組成分析調査の結果（重量比）  
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３) ごみ処理経費 

過去５か年におけるごみ処理経費は、表３及び図１１に示すとおりです。 

令和６年度のごみ処理経費は６,３７７,８９１千円となっていました。 

 

       表３ ごみ処理経費の推移 

区分 単位 R2 R3 R4 R5 R6 

人口 人 ３９９,９２８ ３９７,９１７ 396,954 394,890 392,736 

ごみ処理量 ｔ/年 102,897 102,145 100,014 97,176 94,893 

ごみ処理経費 千円 5,625,539 5,498,004 6,750,595 6,133,280 6,377,891 

 収集経費 千円 ２,３９０,９８８ ２,３２０,４０６ ２,２６２,７６４ ２,２３９,６２８ ２,１４９,２５９ 

 処分経費 千円 ３,０７９,６９０ ３,０１１ ,１８３ ４,１４９,５６９ ３,４２８,７１０ ３,５８９,６３３ 

 その他経費 千円 １５４,８６０ １６６,４１６ ３３８,２６２ ４６４,９４２ ６３９,２１２ 

 

 

 
図１１ ごみ処理経費の推移 
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(３)これまでの取り組みと課題 

１） 前計画の目標の進捗状況 

前計画では、令和７年度を最終目標年度とし、「ごみの排出量」、「ごみの資源化率」、「最終処

分量」、「温室効果ガスの排出量」、「ごみの焼却量」の５つの項目について目標値を掲げ、様々な

ごみの減量・リサイクルの取り組みを進めてきました。 

ごみの排出量の目標は、令和７年度に１１２,７２６ｔ以下とすることで、令和６年度の実績値が

１０３,７６６ｔで、すでに令和７年度の目標数値を下回っていることから、目標を達成する見込み

です。 

ごみの資源化率の目標は、令和７年度に１９.４%以上とすることで、令和６年度の実績値が１

７.５%で、目標数値を下回っており、これまでの傾向からも、目標を達成できない見込みです。 

最終処分量の目標は、令和７年度に１０,６４９ｔ以下とすることで、令和６年度の実績値が９,７

８２ｔで、すでに令和７年度の目標数値を下回っていることから、目標を達成する見込みです。 

温室効果ガスの排出量の目標は、令和７年度に３０,４３１t-CO2 以下とすることで、令和６年

度の実績値が２８,３５５t-CO2 で、すでに令和７年度の目標数値を下回っていることから、目

標を達成する見込みです。 

ごみの焼却量の目標は、令和７年度に８８,８４４ｔ以下とすることで、令和６年度の実績値が 8

８４,０５１ｔで、すでに令和７年度の目標数値を下回っていることから、目標を達成する見込みで

す。 

 

表４ 前計画の目標の進捗状況 

項 目 
実績値 目標値 

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

ごみの排出量 ［ｔ］ １１４,７１３ １１３,３３２ １１０,４６８ １０６,８３５ 103,766 112,726以下 

ごみの資源化率 ［％］ １９.３ １９.０ １８.８ １８.２ 17.5 19.4以上 

最終処分量 ［ｔ］ １０,３６１ ９,７７４ ９,７８２ １０,３２９ 9,782 10,649以下 

温室効果ガスの 

排出量 ［t-CO2］ 
３３,０７３ ３３,３１４ ３２,４３９ ２９,２１９ 28,355 30,431以下 

ごみの焼却量 ［ｔ］ ９１,０６３ ９０,３２３ ８８,４２１ ８５,８６６ 84,051 88,844以下 

※ごみの資源化率は、ペットボトル・プラスチック製容器包装や再生資源集団回収などのごみの資源化量をごみの排

出量で除した値の割合 
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２） 施策の取り組み状況 

① 家庭系ごみ対策 

○広報ひらかたや市ホームページ、SNSなどを活用したごみの減量・リサイクルや分別に関

する情報発信、事業者等と連携した普及・啓発活動を推進しています。 

〇穂谷川清掃工場内に開設している「ひらかた夢工房」において、講習会の開催や見学の受

入を行うなど、市民ボランティアによる活動を通じた市民への情報発信を実施していま

す。 

○小学校・中学校・高等学校・幼稚園・保育所（園）における出前授業や清掃工場における工

場見学を行うなど、環境教育・環境学習を推進しています。 

○食品ロスの削減を図るため、「食べのこサンデー」運動を推進するとともに、事業者と連

携したフードドライブを実施しています。 

○枚方市一般廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例により、本市が収集する

資源ごみ等の持ち去り行為を禁止し、パトロール等の持ち去り行為防止対策を実施して

います。 

○不要になった陶器類や子ども服、おもちゃ等を回収し、必要とする市民に譲渡するととも

に、事業者と連携したリユース事業を実施しています。 

○イベント等において生ごみの水切りキャンペーンや生ごみたい肥化講習会を行うととも

に、家庭用電動生ごみ処理機購入費等補助金制度を実施しています。 

○市民等が自主的に行う再生資源集団回収に対する報償金の交付や古紙の行政分別回収

を実施するなど、古紙のリサイクルを推進しています。 

〇ごみ出しが困難な市民に対して、ふれあいサポート収集や大型ごみ持出しサポート収集

を実施しています。 

 

② 事業系ごみ対策 

○事業活動に伴って１ヶ月平均２.５ｔ以上の一般廃棄物を排出する多量排出事業者に対し 

て、一般廃棄物管理責任者の選任及び事業系一般廃棄物減量等計画書の提出を求める

とともに、立入指導を実施しています。 

○事業系一般廃棄物の減量及び適正処理の手引きやチラシを作成・配布するとともに、収

集運搬許可業者と連携し、廃棄物の適正処理を推進しています。 

○ごみの減量・リサイクルに積極的に取り組み、環境にやさしい店づくりを進めると宣言し

た販売店を「エコショップ」として登録し、自発的な取り組みを促すエコショップ制度を実

施しています。 

〇事業系ごみ処理手数料の適正化に向けた取り組みを推進しています。 

〇学校給食牛乳パックのリサイクルを実施しています。 

○産業廃棄物や他市ごみの搬入を防止するなど、安全で安定した工場の稼働を図るため、

工場に搬入されるごみの搬入検査を実施しています。 
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③ 将来を見据えた拠点の整備と安全で安定的なごみ処理 

○京田辺市及び枚方京田辺環境施設組合と連携して枚方京田辺可燃ごみ広域処理施設の

整備を行いました。 

○北河内４市リサイクル施設組合や大阪湾広域臨海環境整備センターなどの広域連携を実

施するとともに、近隣市とごみ処理に係る相互支援協定を締結しています。 

〇粗大ごみ処理施設において、家庭から排出される粗大ごみ等を破砕処理後、鉄類・アルミ

を回収・売却しリサイクルしています。 

○穂谷川清掃工場及び東部清掃工場において、ごみの焼却に伴う余熱を利用した発電を実

施し、温室効果ガスの発生抑制とコストの削減に取り組みました。 

○公共場所の一定区間を継続的に清掃するボランティア団体との合意書に基づき、ごみ収

集や清掃用具の提供、看板設置、事故保険加入などのサポートを実施しています。 

○不法投棄パトロールを実施するとともに不法投棄防止啓発看板を要望に応じて配布して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム：ごみ処理と「ゼロカーボン」の関係 

 

ゼロカーボン（カーボンニュートラル）とは、事業者や家庭から排出される二酸化炭素をはじ

めとする温室効果ガスの「排出量」から、植林・森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合

計を実質的にゼロにすることです。２０２０年１０月に日本政府は、２０５０年までにカーボンニ

ュートラルを目指すことを宣言しました。なお、枚方市では２０２０年２月に「２０５０年二酸化炭

素排出量実質ゼロ」を宣言し、ゼロカーボンシティの実現に向けて取り組みを進めています。 

 

温室効果ガスの排出割合を分野ごとにみると、廃棄物分野はエネルギー分野、工業プロセス

及び製品の使用に次ぐ第３の分野です。また、廃棄物分野の温室効果ガスの排出のうち、ごみ

の焼却等（単純焼却及び熱回収・原燃料利用）に伴うものが約８割を占めています。 

こうしたことから、ゼロカーボンシティの実現と、ごみの焼却量の削減には大きな関わりが

あるといえます。 
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３） 現状における主な課題 

① 家庭系ごみ対策 

○ごみの組成分析調査の結果、依然としてプラスチック製容器包装や紙製容器包装などが

比較的多く含まれていることから、分別や資源化の促進に向けた取り組みを強化・充実し

ていく必要があります。 

〇一般ごみの組成分析調査の結果、生ごみ（厨芥類）が多くの割合を占めており、発生抑制

の観点から、市民・事業者・行政の連携を強化し、食品ロスの削減に向けた取り組みなど

をさらに進めていく必要があります。 

〇ごみの発生抑制を最優先に市民が日頃から取り組むことができる具体的なメニューを情

報提供するなど、継続的に啓発活動を行うとともに、多様なツールを活用した情報発信も

進めていく必要があります。 

○小学校・幼稚園・保育所（園）における環境教育を中学校等にも積極的に拡充するなど、よ

り幅広い世代に対する環境教育・環境学習を進めていく必要があります。 

〇プラスチック資源循環促進法が施行され、新たにプラスチック使用製品廃棄物のリサイク

ルに取り組むことが求められていることから、実施に向けた検討を進めていく必要があり

ます。 

〇リチウムイオン電池等の適正排出に向けたさらなる啓発・情報発信等を強化していく必要

があります。 

〇一般ごみの有料化について、必要性や問題点など具体的に検討を進めていく必要があり

ます。 

○リユースをはじめとする徹底した４Ｒを推進していく必要があります。 

○少子高齢化や多様なライフスタイルの変化に対応した廃棄物収集体制等の充実を図る必

要があります。 

 

② 事業系ごみ対策 

○ごみの組成分析調査の結果、生ごみ（厨芥類）が多く占めており、食品ロスの削減やリサイ

クルの促進に向けた取り組みなどをさらに進めていく必要があります。 

○ごみの組成分析調査の結果、リサイクル可能な紙類が増加しており、適切に排出できるよ

う取り組みを促進する必要があります。 

〇事業者がごみの減量・リサイクルの取り組みを主体的に取り組めるよう、具体的な情報を

提供するとともに、事業者と連携して啓発活動等を進めていく必要があります。 

○大規模事業所以外の事業所におけるごみの減量・リサイクルの取り組みを促進していく必

要があります。 

○事業系ごみ処理手数料については、ごみ処理原価に一致したものとなるように引き続き

手数料の見直しを検討していく必要があります。 

○エコショップ制度の取り組みを検証し、事業者による新たな取り組みを促進する手法を検

討していく必要があります。  
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③ 将来を見据えた拠点の整備と安全で安定的なごみ処理 

○穂谷川清掃工場において地域脱炭素及び循環型社会の実現に寄与する新たな拠点の形

成に向けた検討を進めていく必要があります。 

〇災害時等において発生する廃棄物に対する対応を具体的に検討し、実効性のある災害廃

棄物処理体制を構築していく必要があります。 

○市民サービスのさらなる向上を図るため、ＤＸを活用した効率的な収集運搬体制の構築

を進めていく必要があります。 
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３.ごみ量の将来推計と計画目標 

(1)ごみ量の将来推計 

１） 人口・ごみ量の将来推計の方法 

人口については「枚方市 人口推計調査報告書（令和５年１１月）」に基づく人口推計結果を

用いました。 

ごみ量の将来推計は「ごみ処理基本計画策定指針（平成２８年９月改定、環境省大臣官房廃

棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）」に基づき、トレンド法により行いました。 

 

２） ごみ量の将来推計の結果 

人口及びごみ量の将来推計の結果は図１２のとおりです。 

今後も、本市の人口は減少すると見込まれることから、ごみ量も同様に減少していくもの

と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図１２ ごみ量の将来推計結果 
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(２)計画の目標 

本計画の目標について、表５のとおり設定します。 

 

 表５ 本計画の目標 

 項 目 
令和６年度 

（基準年度） 

令和１２年度 

（中間目標年度） 

令和１７年度 

（最終目標年度） 

目 

標 

ごみの焼却量 84,051t 76,191t 69,641t 

     

個
別
指
標 

一人一日あたり

のごみの排出量 
724g/人・日 686g/人・日 65５g/人・日 

市によるごみ 

の資源化量 
9,295t 10,622t 11,728t 

最終処分量 9,782t 8,963t 8,281t 

温室効果ガス 

の排出量 
28,355t-CO2 25,895t-CO2 23,845t-CO2 

 

 

 

  

【目標設定の考え方】 

本市では２０５０年ゼロカーボンシティの実現を目指しており、持続可能な社会の実現に向けて

より長期的な視点を持ち、令和３２年度（２０５０年度）にごみの焼却量を５万ｔ以下とすることを

目指して、ごみの焼却量を目標項目に設定します。 

ごみの焼却量は、今後、本市の人口は減少すると見込まれることから、ごみ量も同様に減少し

ていくことが考えられます。また、ごみの組成分析調査の結果を踏まえ、「ペットボトル・プラスチ

ック製容器包装」や「古紙」などについては資源ごみとしての分別排出を促進することにより、「手

付かずの厨芥類」については発生抑制を促進することにより見込まれる将来のごみ量をそれぞれ

算出し、計画の目標を設定しています。 

基準年度比 

9％削減 
基準年度比 

17％削減 

基準年度比 

6％削減 
基準年度比 

9％削減 

基準年度比 

8％削減 
基準年度比 

15％削減 

基準年度比 

9％削減 
基準年度比 

16％削減 

基準年度比 

14％増加 
基準年度比 

26％増加 
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４. 基本理念・基本方針と目標達成に向けた施策等 

(１)基本理念 

本計画の基本理念を次のとおりとします。 

 

 

 

(2)基本方針 

基本理念に基づき、本計画における基本方針を次のとおりとします。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本計画においては、SDGｓが示す１７のゴールのうち、次の７つを主な目標として SDGｓ達

成に向けた取り組みを推進していきます。 

  

  

市民・事業者・行政のあらゆる主体が環境に配慮した行動を実践し、 

共に脱炭素と循環型社会へとつながる持続可能な都市の実現を目指します。 

基本方針１ 家庭系ごみの徹底した４Ｒの推進 

市民一人ひとりの環境意識の高揚を図るとともに、市民・事業者・行政が連携・協力しながら、

可能な限りごみを発生させない取り組み （リフューズ・リデュース・リユース） を最優先に行い、

その上でごみの分別の徹底を図りながらリサイクルに取り組み、焼却や埋立を行うごみを最小化

します。 

あらゆる機会を活用し、４Ｒに関する情報発信の充実を図るとともに、すべての市民がライフス

テージに応じて学びながら４Ｒについて自ら考え行動できるように環境教育・環境学習をさらに拡

充するなど、必要とされる情報の提供とその情報の市民への浸透を計画的に進めます。市民への

浸透を図るにあたっては、環境省が推進する「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創

る国民運動）など、国や大阪府の運動との連携により効果的な取り組みを進めます。 

また、４Ｒを推進するため、民間事業者のノウハウを活かした公民連携による効果的な取り組み

を検討するとともに、超高齢社会や市民ニーズ等を踏まえて収集体制の充実に努めます。 

基本方針２ 事業系ごみの徹底した４Ｒの推進 

事業者が４Ｒの取り組みを自らの責任と捉え、認識を高めることで主体的に行動ができるよう

に、必要とされる具体的な情報の提供や啓発活動等について計画的な充実・強化を図り、さらな

るごみの発生抑制とリサイクルに取り組みます。また、消費者である市民にも４Ｒに対する理解や

協力を求めるなど、市民・事業者・行政が連携して取り組みを進めます。 

 
基本方針３ 持続可能な社会の実現に向けた資源循環推進体制の整備 

資源循環の拠点や大規模災害への対応、ＤＸを活用した効率的な収集運搬体制の構築など、将

来を見据えた安全で安定的な拠点・体制の整備を進めます。 
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（３）具体的な施策 

１） 施策の体系 
基本方針に基づき、本市の施策を体系的に整理すると以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 家庭系ごみの徹底した４Ｒの推進

１ 環境教育・環境学習や啓発・情報発信の推進

２ ４Ｒ活動の促進

３ 分別排出・適正排出の促進

４ ごみ処理手数料の適正化

基本方針２ 事業系ごみの徹底した４Ｒの推進

１ 啓発・情報発信の推進

２ ４Ｒ活動の促進

３ 分別排出・適正排出の促進

４ 事業系ごみ処理手数料の適正化

基本方針３ 持続可能な社会の実現に向けた

資源循環推進体制の整備

１ 将来を見据えた拠点・体制の整備

２ まち美化・不法投棄対策の推進

補足：食品ロスの削減に関する施策については、第３部 食品ロス編（食品ロス削減推進計画）でお示しします。 
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２） 目標達成のための施策 

 

 

１ 環境教育・環境学習や啓発・情報発信の推進 

４Ｒに関する親しみやすいコンテンツを活用した情報発信や学校と連携した環境教育

を充実させるとともに、事業者や市内大学等と連携した４Ｒ学習の機会の創出を行うな

ど、市民の行動変容を促す取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

２ ４Ｒ活動の促進 

ごみの発生抑制を最優先に取り組みを推進し、事業者と連携したリユース事業の拡充

を図ります。また、プラスチック使用製品廃棄物や古紙などのリサイクルの取り組みを強

化し、ごみの焼却量の削減を進めます。 

  

 

 

 

 

 

３ 分別排出・適正排出の促進 

リチウムイオン電池等や危険物・医療廃棄物などの適正排出の周知徹底を強化するととも

に、排出ルールのわかりやすい案内や啓発、ごみ出しが困難な市民への対応など、市民の分

別排出・適正排出を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇小学校等における４Ｒ教育の推進 

〇多様なツールを活用した情報発信 

〇市民・事業者等と連携した４Ｒ学習の機会の創出  

〇事業者と連携したリユース事業の充実 

〇プラスチック使用製品廃棄物リサイクルの実施   

〇古紙リサイクルの強化  

＜主な取り組み＞ 

 

＜主な取り組み＞ 

 

基本方針１ 家庭系ごみの徹底した４Ｒの推進 

〇リチウムイオン電池等の適正排出の強化 

〇プラスチック製容器包装や医療廃棄物等の分別・適正排出の促進 

〇ふれあいサポート収集や大型ごみ持出しサポート収集の推進  

＜主な取り組み＞ 
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４ ごみ処理手数料の適正化 

４Ｒの推進やごみ処理経費の負担の公平性の観点などから、一般ごみの有料化の検討

を行うとともに、現状の粗大ごみ等の処理手数料の見直しや効率的な手数料支払い方法

の検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇一般ごみの有料化の検討 

〇ごみ処理手数料の見直しの検討 

〇電子決済導入の検討 

＜主な取り組み＞ 

 

コラム：隠れた危険！「リチウムイオン電池等」の発火事故 

 

近年、ごみ収集車や処理施設での火災事故が急増しています。その最大の原因をご存じです

か？ それは、私たちの身近にあるリチウムイオン電池等の充電式電池です。 

 

リチウムイオン電池等が使われている製品例 

・ハンディファン（携帯扇風機） 

・モバイルバッテリー 

・デジカメ 

・加熱式タバコ 

・コードレス掃除機のバッテリー  など 

 

これらの製品が「一般ごみ」や「ペットボトル・プラスチック製容器包装」などに混ざって出され

ると、収集車の中で押しつぶされた際に激しく発火します。また、収集車で発火しなくとも処理

施設で発火することもあります。一度火がつくと消火は困難で、収集車が全焼したり、処理施設

が停止したりする重大な事故につながります。 

コラム：良いことづくめの「生ごみの水切り」 

 

生ごみの約８０％は水分と言われており、ごみとして排出する前に 

水切りを徹底するだけで重量が大幅に減り、腐敗も遅らせることが 

できるため、多くのメリットがあります。ぜひご協力をお願いします。 

 

・悪臭・害虫・鳥獣被害の抑制 

・ごみ袋が軽く運びやすくなる 

・ごみ収集の効率化       など 
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1 啓発・情報発信の推進 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく排出者責任の考えのもと、事業者等と 

連携した・情報発信を行い、事業者自らの主体的なリサイクルを促進し、事業系ごみの減

量を進めます。 

 

 

 

 

 

 

2 ４Ｒ活動の促進 

古紙などの資源化可能な事業系ごみについて、より一層リサイクルの取り組みを促進

し、多量排出事業者をはじめとする排出事業者を対象に事業所への立入指導や啓発等を

行います。 

 

 

 

 

 

 

３ 分別排出・適正排出の促進 

事業系ごみの分別排出・適正排出を促進するため、「事業系一般廃棄物の減量や適正

処理に関する手引き」を改訂し、事業者等と連携しながら排出事業者への啓発指導等を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇事業者等と連携した４Ｒの啓発・情報提供 

〇排出事業者向け研修会の開催 

〇廃棄物適正処理優良事例の公表等 

〇古紙のリサイクルの推進 

〇多量排出事業者への減量指導 

〇庁内ごみのリユース・リサイクルの充実 

〇事業系一般廃棄物の減量及び適正処理の手引きの改訂 

〇適正排出に向けた事業者等との連携 

〇排出事業者への立入指導 

＜主な取り組み＞ 

 

＜主な取り組み＞ 

 

＜主な取り組み＞ 

 

基本方針２ 事業系ごみの徹底した４Ｒの推進 
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4 事業系ごみ処理手数料の適正化 

事業系ごみ処理手数料については、排出者責任の考え方に基づき、ごみ処理原価に

一致したものとなるように、引き続き適正化に向けた検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

1 将来を見据えた拠点・体制の整備 

稼働休止する第３プラントを含む穂谷川清掃工場の跡地活用にあたっては 、地域脱

炭素や循環型社会の実現に寄与する新たな拠点の形成をめざします。また、全国的な

大規模災害の発生を受け、国の方針や対応事例を踏まえ災害廃棄物処理計画を見直す

とともに、ＤＸを活用した収集運搬体制の効率化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ まち美化・不法投棄対策の推進 

           市民の住みよいまちづくりを推進するため、ごみのポイ捨てや不法投棄への対策を

進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇事業系ごみ処理手数料の適正化の検討 

＜主な取り組み＞ 

 

〇穂谷川清掃工場跡地の新たな拠点形成に必要な機能の検討 

〇災害廃棄物処理計画の見直し 

〇ＤＸを活用した効率的な収集運搬体制の構築 

〇ごみのポイ捨て防止啓発 

〇クリーンリバーの実施 

〇不法投棄対策の推進 

＜主な取り組み＞ 

 

＜主な取り組み＞ 

 

基本方針３ 持続可能な社会の実現に向けた 
資源循環推進体制の整備 
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(４)ごみの適正な処理等に関する基本的事項 

１） 収集運搬計画 
分別排出ルールの徹底による効率的な収集を実施するとともに、リサイクルや中間処理に

適した合理的な収集・運搬体制を確立していくこととします。 

ごみの分別区分及び収集運搬体制は、次のとおりとしますが、社会情勢の変化や市民ニー

ズ、超高齢社会に対応したサービスの提供など、必要に応じて見直していくものとします。 

 

表６ 家庭系及び事業系ごみの分別区分と収集運搬体制 

分別区分 収集方式 収集頻度 収集体制 

家
庭
系
ご
み 

一般ごみ 

ステーション 

週２回 

市又は 

民間業者 

空き缶、びん・ガラス類 月２回 

古紙 月２回 

ペットボトル・プラスチック製容器包装 週１回 

粗
大
ご
み
な
ど 

粗ごみ 

戸別収集 

（直接搬入） 

月１回 

（１世帯） 
大型ごみ 

臨時ごみ 
随時 

動物の死体 

使用済小型家電 
拠点回収 

随時 

水銀使用廃製品 随時 

事
業
系
ご
み 

可燃ごみ ― ― 

許可業者 

粗大ごみ ― ― 
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２） 中間処理計画 
市民や事業者から排出されたごみについては、本市及び広域の中間処理施設で可能な限

り資源化・減量化などを行い、最終処分場への負担をできるだけ軽減するものとします。 

中間処理の方法は、次の表７に示すとおりです。 

 

表７ 中間処理対象ごみ及び処理方法 

分別区分 処理施設 処理方法 二次処理 

家
庭
系
ご
み 

一般ごみ 

焼却施設 

（枚方京田辺可燃ごみ広域

処理施設、 

東部清掃工場） 

焼却 埋立・資源化 

空き缶、びん・ガラス類 民間施設 選別 資源化 

古紙 民間施設 圧縮梱包 資源化 

ペットボトル・プラスチック製 

容器包装 

北河内４市 

リサイクルプラザ 

選別・ 

圧縮梱包 
資源化 

粗
大
ご
み
な
ど 

粗ごみ 
粗大ごみ処理施設 

（東部清掃工場） 

破砕・ 

選別 

焼却・埋立・ 

資源化 
大型ごみ 

臨時ごみ 

動物の死体 
焼却施設 

（穂谷川清掃工場） 
焼却 埋立 

使用済小型家電 民間施設 選別 資源化 

水銀使用廃製品 民間施設 選別 資源化 

事
業
系
ご
み 

可燃ごみ 
焼却施設 

（東部清掃工場） 
焼却 埋立・資源化 

粗大ごみ 
粗大ごみ処理施設 

（東部清掃工場） 

破砕・ 

選別 

焼却・埋立・ 

資源化 

 

３） 最終処分計画 
ごみの排出抑制・再資源化及び中間処理での減量化・減容化などにより最終処分量を削減

し、最終処分場への負担軽減を図ります。 

表８ 埋立対象物及び最終処分方法 

埋立対象物 最終処分場 

破砕選別残渣 大阪湾広域臨海 

環境整備センター 焼却残渣 
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(５)広域連携の推進 

本市における広域連携は、ごみの焼却処分については、京田辺市と広域処理を進めることと 

し、平成２６年１２月に両市の間で基本合意を行い、平成２８年５月に枚方京田辺環境施設組合を

設立しました。その後、同組合により枚方京田辺可燃ごみ広域処理施設の整備が進められ、令和８

年３月３１日から施設の本格稼働を開始しています。 

ペットボトル・プラスチック製容器包装の処理については、平成１６年に寝屋川市、四條畷市及び

交野市とともに、共同してペットボトル・プラスチック製容器包装のリサイクル事業を行うため北河

内４市リサイクル施設組合を設立し、平成１９年１２月に北河内４市リサイクルプラザを完成させて、

翌年２月から広域処理を行っています。 

また、緊急時などにおけるごみ処理の相互協力については、平成２０年２月に、本市、寝屋川市、

四條畷市、交野市及び四條畷市交野市清掃施設組合が「一般廃棄物の処理に係る相互支援協定」

を締結し、これにより、災害時だけでなく、施設の故障時や事故、改修などで処理能力が低下した

際、協定市などが協力し円滑なごみ処理を可能としました。さらに、この体制の広域化を図るため、

北河内地域広域行政推進協議会が提案し、平成２０年３月には、東大阪ブロック（守口市・枚方市・

寝屋川市・大東市・門真市・東大阪市・四條畷市・交野市・東大阪都市清掃施設組合・四條畷市交野

市清掃施設組合・北河内４市リサイクル施設組合）で協定を締結しています。その後、京田辺市及

び高槻市、奈良市との間でも、それぞれ同様の協定を締結しています。 

今後も近隣自治体との相互連携を図りながら、安全で安定的なごみの処理体制を確保してい

きます。 
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第３部 食品ロス編(食品ロス削減推進計画) 

１.計画の基本的事項 

(１)計画策定の背景 

２０１５年（平成２７年）に国連で採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ（ＳＤＧ

ｓ）」では、目標１２「つくる責任 つかう責任」において２０３０年（令和１２年）までの食品廃棄の半減

が掲げられており、食品ロスの削減は国際社会共通の重要課題として位置づけられています。 

こうした背景のもと、２０１９年（令和元年）１０月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」（以下

「食品ロス削減推進法」という。）が施行され、同法第１３条第１項では、市町村に対し、国の「食品ロ

スの削減の推進に関する基本的な方針」及び都道府県食品ロス削減推進計画を勘案し、当該市町

村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画を定めるよう努めることが求められてい

ます。 

また、本市では、２０２４年（令和６年）３月に「第４次枚方市食育推進計画」を策定し、健康づくり

施策と一体的に食育施策を推進する取り組みを行っています。食品ロスの削減は、ごみの発生抑

制や減量化という直接的な効果はもとより、食育の推進に大きく関係する重要な施策の一つです。

「もったいない」という日本の伝統的な価値観を再認識し、食べ物への感謝の心を育むことは、豊

かな市民生活と持続可能なまちづくりの実現にもつながります。 

本計画は、食品ロス削減推進法に基づく食品ロス削減推進計画と位置付け、本市の食育推進計

画と整合を図りながら、食品ロス削減を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 

 

  

【枚方市は「食べのこサンデー」運動を推進しています】 

食品ロスを減らしていくための運動として、週に 1回、日曜日から、「食べる分だけ作りま

しょう」、「食べる分だけ注文しましょう」、そして「ご飯を無理なく食べ切りましょう」を合言葉

にして食品ロスの削減を意識し、それを日々の行動につなげていきましょう。 

 

買い物するときには 

１．【買い物の前に冷蔵庫をチェック】 

２．【買う食品は必要なものだけ】 

３．【お店では手前に並んだ食品を購入】 

料理するときは 

１．【残っている食材の使い切り】 

２．【野菜や果物の皮のむき過ぎに注意】 

食品ロスの削減は、環境負荷の軽減、そして家計の節約にもつながります。 
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(２)食品ロスをめぐる現状と課題 

1) 食品ロスとは 
「食品ロス」とは本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことで、生産、製造、販

売、消費等の各段階において発生しています。本計画においては、料理の食材として又はそのまま

食べられる食品として使用・提供されずに、その全部又は一部が手を付けられずに廃棄された直

接廃棄と調理され又は生のまま食卓にのぼったものの食べ残されて捨てられた食べ残しを対象と

しています。 

 

２） 国内の法整備と政策 

我が国においても、食品ロス削減に向けた動きが加速しています。２０１９年（令和元年）１０月に

施行された食品ロス削減推進法は、この問題に対する国民的な取り組みの法的基盤をなすもので

す。同法に基づき策定された国の「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」では、２０３０年

度（令和１２年度）までに事業系食品ロスを２０００年度（平成１２年度）比で６０%削減、家庭系食品

ロスを２０００年度（平成１２年度）比で５０%削減するという目標の他、食品ロス問題を認知して削

減に取り組む消費者の割合を、２０３０年度（令和１２年度）に８０％以上にする具体的な数値目標が

設定されています。この目標達成のため、国、地方公共団体、事業者、消費者がそれぞれの役割を

果たし、連携して国民運動として削減を推進する体制が求められています。 

 

３） 食品ロスの排出量 

本市における２０２４年度（令和６年度）の食品ロス（直接廃棄、食べ残し）の排出量は、家庭系は

６,６1２t、事業系は２,９３４tと推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ ２０２４年度（令和６年度）の家庭系食品ロス発生量 

食品廃棄物

18,653t

(36.9%)
食品廃棄物以外

31,953t

家庭系 

一般ごみ 

家庭系食品ロス ６,６１２t 

補足：家庭系食品ロスの排出量は、令和７年６月実施の家庭系ごみ（一般ごみ）の組成分析調査の結果と

令和６年度に収集した家庭系一般ごみの重量をもとに推計しています。 
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図１４ ２０２４年度（令和６年度）の事業系食品ロス発生量 

  

事業系 
可燃ごみ 

事業系食品ロス ２,９３４t 

補足：事業系食品ロスの排出量は、令和７年６月実施の事業系ごみ（可燃ごみ）の組成分析調査の結果と

令和６年度に市に搬入された事業系可燃ごみの重量をもとに推計しています。 
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2. 食品ロス削減推進計画の目標設定 

(1)本市における計画目標設定の基本的な考え方 
本計画の目標は、国の方針を踏まえて、「家庭系食品ロスの発生量」、「事業系食品ロスの発生

量」、「食品ロス削減に取り組む市民の割合」の３つの項目を設定します。 

家庭系食品ロスの発生量は、国の方針に沿って、２０００年度（平成１２年度）比で２０３０年度（令

和１２年度）に５０％削減を目指します。さらに、計画最終目標年度である２０３５年度（令和１７年度）

まで引き続き削減を推進します。 

事業系食品ロスの発生量は、国の方針に沿って、２０００年度（平成１２年度）比で２０３０年度（令

和１２年度）に６０％削減を目指します。さらに、計画最終目標年度である２０３５年度（令和１７年度）

まで引き続き削減を推進します。 

食品ロス削減に取り組む市民の割合は、国の方針を参考にしつつ、さらに高い目標設定としま

す。 

 

表９ 本計画における削減目標の考え方 

項 目 国の目標 本市における目標 

家庭系食品ロスの発生量 
２０００年度（平成１２年度）比で 

２０３０年度（令和１２年度）までに

50％削減 

２０００年度（平成１２年度）比で２０３０年度（令和１２年度）

までに 50％削減し、さらに、２０３５年度（令和１７年度）ま

で削減を進める。 

事業系食品ロスの発生量 
２０００年度（平成１２年度）比で 

２０３０年度（令和１２年度）までに

６０％削減 

２０００年度（平成１２年度）比で２０３０年度（令和１２年度）

までに６0％削減し、さらに、２０３５年度（令和１７年度）ま

で削減を進める。 

食品ロス削減に取り組む 
市民の割合 

２０３０年度（令和１２年度）までに

80％ 
国の方針を参考にしつつ、さらに高い目標達成を目指す。 

 

(２)家庭系・事業系食品ロスの発生量の目標 

本市における家庭系・事業系食品ロスの発生量の目標数値は表１０のとおりです。 

 

表１０ 本計画における食品ロス削減目標値 

 2000年度  

(平成１２年度) 

2030年度 

(令和１２年度) 

2035年度 

(令和１７年度) 

家庭系食品ロス発生量 11,848t 5,924t 5,349t 

2000年度(平成 12年度)比 － (50％削減) (54.9％削減) 

事業系食品ロス発生量 6,798t 2,719t 2,540t 

2000年度(平成 12年度)比 － (60％削減) (62.6％削減) 

※２０００年度（平成１２年度）の食品ロス発生量については、「大阪府食品ロス削減推進計画」の食品ロス量及び

環境省一般廃棄物処理実態調査結果を基に市内食品ロス量を算出しています。 
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(３)本市における食品ロス削減に取り組む市民の割合の目標 

「食品ロス削減に取り組む市民の割合」に関する計画目標は表１１のとおりです。 

 

表１１ 本計画における食品ロス削減に取り組む市民の割合の目標値 

 

2022年度 

(令和４年度) 

2035年度 

(令和１７年度) 

実績 目標年度 

食品ロス削減に取り組む市民の割合 ７６.６％ ８５％ 

※食品ロス削減に取り組む市民の割合の目標は、第４次枚方市食育推進計画との整合を図るため、令

和４年度（２０２２年度）に実施された「枚方市「食」に関する市民意識調査」において、食品ロスを削減

するために３項目以上の取り組みを行っていると回答した市民の割合を元に設定しています。 

 

 

  コラム：食品ロス削減のための「てまえどり」と「3010運動」 

〜「もったいない」が食費の節約にもつながる！〜 

 

日本で発生する「食品ロス」は年間数百万 t。これは世界中で飢餓に苦しむ人々への食糧

援助量を大きく上回っています。この問題を解決するために、今日からできる 2つのキー

ワードをご紹介します。 

 

①  「てまえどり」 

スーパー等で買い物をするとき、すぐに食べる・消費する

ものであれば、陳列棚の「手前」にある商品（賞味期限・消費

期限が近いもの）から選んでください。奥から新しいものを

取ると、手前の商品が期限切れで廃棄されてしまいます。

「てまえどり」は、お店の廃棄を減らし、食品価格の高騰を抑

えることにもつながります。 

  

②  「3010（さんまるいちまる）運動」  

職場の飲み会等で、大量の料理が残されるのを見たことはありませんか？ 

 

乾杯後の３０分間： 席を立たずに料理を味わう時間 

お開き前の１０分間： 席に戻って残った料理を食べきる時間 

 

この「３０１０運動」を幹事さんが呼びかけるだけで、食べ残しは劇的に減ります。 

 

食材を大切にすることは、家計の節約にも直結します。冷蔵庫の中身をチェックして使い

切ることも立派な食品ロス削減。「もったいない」の心で、賢く美味しく食べきりましょう。 



 

 33 

３.基本方針と目標達成に向けた施策等 

(1)基本方針 

本計画における基本方針は次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本計画においては、ＳＤＧｓが示す１７のゴールのうち、次の８つを主な目標としてＳＤ

Ｇｓ達成に向けた取組を推進していきます。 

  

基本方針１ 市民の食品ロス削減に向けた取り組みの推進 

環境教育・環境学習や食育を通じた食品ロスに関する学習機会の創出や情報発信を充実さ

せ、食べ物を無駄にすることは「もったいない」ということの意識の定着を図り、日々の生活の中

で食品ロス削減に向けた行動が実践できるように、一人ひとりの意識の醸成に取り組みます。 

基本方針２ 事業者の食品ロス削減に向けた取り組みの推進 

事業者が自発的に食品ロスの削減や食品廃棄物のリサイクルに取り組むことができるよう、食 

品ロスの問題や削減の必要性について理解を深めるための啓発・情報発信を行うとともに、食品

ロス削減事例を周知するなど、事業者の食品ロス削減の取り組みを促進します。 

基本方針３ 市民・事業者等と連携した取り組みの推進 

食品ロスは市民、事業者のそれぞれの行動が相互に影響を及ぼしており、各主体による食品ロス

削減の取り組みを促進するとともに、連携・協力しながら情報共有・情報発信を図り、食品ロス削減

に向けた取り組みを進めます。 
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（２）具体的な施策 

１） 施策の体系 
基本方針に基づき、本市の施策を体系的に整理すると以下のとおりです。 

 

  

基本方針１ 市民の食品ロス削減に向けた取り組みの推進

１ 環境教育・環境学習の推進

２ 啓発・情報発信の推進

３ フードドライブ活動の促進

基本方針２ 事業者の食品ロス削減に向けた取り組みの推進

１ 食品ロス削減活動の促進

２ 食品廃棄物の資源循環の促進

３ フードドライブ活動の促進

基本方針３ 市民・事業者等と連携した取り組みの推進

１ 各主体との連携強化
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２) 目標達成のための施策 
 

 

 

1 環境教育・環境学習の推進 

          市民一人ひとりが食品ロスを自分事として捉え、削減に向けた行動ができるよう、

環境教育・環境学習を推進し、食品ロスや食育に対する理解を通じて「もったいない」

という食を大切にする心を育むなど、食品ロスを学ぶ機会の充実を図ります。 

 

    

 

 

 

 

 

2  啓発・情報発信の推進 

           市民が日常的に食品ロス削減に取り組めるよう、「食べのこサンデー」運動や食育

との連携、わかりやすい情報提供を行うなど、積極的に学習機会の創出や情報発信

に取り組みます。 

 

    

 

 

 

 

 

3 フードドライブ活動の促進 

           家庭で食べきれない食品を回収し、子ども食堂や生活困窮者などに届けるフード

ドライブについて、周知を図るとともに、家庭において災害時備蓄食料として保管し

ている賞味期限が近づいた食品の寄附を呼びかけなど、フードドライブへの活用を

促進します。 

 

 

 

 

 

 

○フードドライブの周知 

○災害時備蓄食料の寄附の促進 

＜主な取り組み＞ 

 

基本方針１  市民の食品ロス削減に向けた取り組みの推進 

○環境教育・環境学習の推進 

○セミナーやイベント等の実施 

○食品ロス学習教材の活用などによる学ぶ機会の充実 

＜主な取り組み＞ 

 

○市ホームページ特設サイトの設置 

○市 SNSやごみ分別アプリなどによる情報発信 

○「食べのこサンデー」運動の推進 

＜主な取り組み＞ 
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1 食品ロス削減活動の促進 

            飲食店や小売店などにおける、食べきりや持ち帰り、メニューの工夫、てまえどり

などの取り組みの啓発・情報発信を強化し、事業者による主体的な食品ロス削減に

向けた取り組みを促進します。 

 

    

 

 

 

 

 

 

２ 食品廃棄物の資源循環の促進 

           食品関連事業者向けに食品廃棄物の発生抑制やリサイクルに関する情報、取り

組み事例などを積極的に周知し、食品廃棄物の減量化を促進します。 

 

    

 

 

 

 

 

 

３ フードドライブ活動の促進 

             未利用食品や災害時備蓄食料として保管している賞味期限が近づいた食品の

フードバンクへの寄附や事業者による自主的なフードドライブ活動の促進を図り、

未利用食品の有効活用を進めます。 

 

    

 

  

基本方針２  事業者の食品ロス削減に向けた取り組みの推進 

○食品ロス削減啓発リーフレット等の作成 

○食べ残しの持ち帰りの促進 

○小盛メニューの提供の促進 

＜主な取り組み＞ 

 

○食品廃棄物に関する情報発信 

○食品関連事業者による食品リサイクルの促進 

＜主な取り組み＞ 

 

○フードバンクへの寄附の促進 

○事業者による自主的なフードドライブ活動の促進 

○災害時備蓄食料の寄附の促進 

＜主な取り組み＞ 
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１ 各主体との連携強化 

          市民、事業者、市内大学と連携したイベント等を実施するとともに、国や大阪府、

全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会などと連携し、食品ロス削減に向け

た取り組みを進めます。 

 

    

基本方針３  市民・事業者等と連携した取り組みの推進 

○市内大学等との連携した学習機会の創出や情報発信 

○環境省、消費者庁等のキャンペーンへの協力 

○全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会への参画 

＜主な取り組み＞ 
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  第４部 生活排水編（生活排水処理基本計画） 

1. 計画の基本的事項 

(1)計画策定の背景 

生活排水処理施設の整備は、衛生的で快適な生活環境を確保するだけではなく、河川水質や身近

な水路水質の改善にも効果があります。大阪府においても「２０３０大阪府環境総合計画」の２０３０

年の実現すべき姿として「澄んだ川」や「豊かな海」があり、「良好で安心して暮らせる生活環境が確

保されていること」が掲げられています。本市においても、公衆衛生の向上や河川等の水質の改善を

図るため、公共下水道や合併浄化槽の普及促進を進めていく必要があります。 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく生活排水処理基本計画と位置付け、枚方

市下水道整備基本計画等と整合を図りながら、生活排水処理を総合的かつ計画的に推進するために

策定するものです。 

 

(2)生活排水処理の概要と処理主体 

現在、本市は生活排水（し尿、生活雑排水）を公共下水道、合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽

で処理しています。汲み取り（未処理）世帯のし尿や浄化槽汚泥は、希釈放流センターに搬入し、希

釈処理後、大阪府の終末処理施設へ放流しています。 

単独処理浄化槽と汲み取り（未処理）世帯は、生活雑排水を未処理のまま河川に排水している状

況にあります。 

 

図１５ 生活排水処理の概要（イメージ図） 
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(3)生活排水処理の現状 
１） 生活排水の処理形態別人口 

本市の過去５年間における生活排水処理形態別人口の推移を示します。 

単独処理浄化槽人口及び汲み取りし尿収集人口は減少しており、合併処理浄化槽人口及び公

共下水道人口が増加しています。 

生活排水適正処理率（＝水洗化・生活雑排水処理人口÷計画処理区域内人口）は増加して 

おり、令和６年度において９９.２％（令和２年度比：０.８ポイント向上）となりました。 

 

      表１２ 生活排水の処理形態別人口内訳（各年度末）  （単位：人） 

  R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

計画処理区域内人口 398,187  396,215 395,300 393,047 391,573 

  

水洗化・生活排水処理人口 391,722 390,609 390,561 388,979 388,585 

  

コミュニティ・プラント ― ― ― ― ― 

合併処理浄化槽 14,633 13,998 13,529 13,306 12,767 

（うち国交付金設置） (２４) (１１) (１１) (１１) (１１) 

公共下水道 377,089 376,611 377,032 375,673 375,818 

農業集落排水施設 ― ― ― ― ― 

水洗化・生活雑排水未処理人口 
（単独処理浄化槽） 

4,802  4,046 3,275 2,778 1,792 

非水洗化人口（汲み取り） 1,663  1,560 1,464 1,290 1,196 

生活排水処理計画区域外人口 0 0 0 0 0 

生活排水適正処理率 98.4% 98.6% 98.8% 99.0% 99.2% 

 

 

図１６ 生活排水の処理形態別人口の推移 
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２） し尿及び浄化槽汚泥等 

① 収集・運搬体制 

家庭系し尿の収集・運搬は本市が、事業系し尿と浄化槽汚泥等の収集・運搬は本市が許可

する８業者が行っています。 

表１３ し尿等の収集・運搬体制 

 

 

 

 

 

② 収集・運搬体制 

運搬されたし尿及び浄化槽汚泥等は、希釈放流センターに搬入されます。搬入量は表１４に

示すとおりです。 

表１４ し尿等の収集量及び搬入量の推移（各年度末） 

 

 

 

 

 

 

 

③ 処理 

       本市におけるし尿及び浄化槽汚泥等の処理は、平成５年度から枚方市立淀川衛生工場にて

行ってきましたが、平成２９年度に同工場の処理方式を「生物処理方式」から「希釈放流方式」へ

改造し、平成３０年４月１日付で施設名称を希釈放流センターへ変更しています。 

 「希釈放流方式」とは、搬入されたし尿及び浄化槽汚泥等からごみなどを除去した汚水を、地

下水を用いて希釈した後に、公共下水道に放流し、最終的には終末処理場（大阪府）で処理を行

う方式です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 収集・運搬体制 

し

尿 

家庭系 市 

事業系 一般廃棄物収集運搬許可業者 

浄化槽汚泥等 一般廃棄物収集運搬許可業者 

 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

し

尿 

家庭系 1,557 1,434 1,298 1,223 1,139 

事業系 863 717 747 668 791 

合計 2,420 2,151 2,045 1,891 1,930 

浄化槽汚泥等 11,005 １０,２９０ ９,３４８ ８,７５０ 8,３７９ 

合計 13,425 1２,4４１ 1１,３９３ 1０,６４１ 10,３０９ 

 （単位：ｋL） 
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３） 前計画における目標達成状況 

前計画における「生活排水適正処理率」の目標達成状況について、表１５に示します。令和７年

度の生活排水適正処理率の目標数値は９８.６％で、令和６年度の実績値が上回っていることか

ら、目標を達成する見込みです。 

 

表１５ 生活排水適正処理率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活排水適正処理率 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

実績値 ９８.４％ ９８.６％ ９８.８％ ９９.０％ ９９.２％ 
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(４)生活排水処理の課題 
１） 公共下水道の整備 

〇下水道事業計画に基づき公共下水道の整備を進めるとともに、老朽化した管渠などの適切な維持  

  管理を行う必要があります。 

〇公共下水道が整備された区域では、下水道法及び枚方市下水道条例において、供用開始後３年以 

内に家庭から出る生活排水を公共下水道に接続する義務があるため、早期に公共下水道へ接続す  

るよう促す必要があります。 

〇市内に点在する未承諾地区や整備困難地区の解消を進めていく必要があります。 

 

２） し尿及び浄化槽汚泥等の処理 

〇し尿の汲み取り世帯が市内に点在化しており、収集運搬効率が低下しています。 

〇希釈放流センターについては、「希釈放流センター老朽化対策計画」に基づく老朽化対策工事 

が令和７年度に完了となりますが、今後も設備の定期点検やメンテナンスを行いながら適正 

に維持管理する必要があります。 

 

３） 浄化槽の適正な維持管理 

〇浄化槽は定期的な維持管理を怠ると水質汚濁や悪臭の原因となる場合があるため、浄化槽の  

管理者に対して、浄化槽法に基づく、保守点検・清掃や法定検査が適正に行われるよう啓発及 

び指導を行う必要があります。 

 

４） 市民に対する広報・啓発活動及び環境学習の推進 

〇公共下水道整備計画区域外においては、汲み取りや単独処理浄化槽で処理を行っている市 

民・事業者に対し、生活雑排水の処理も行うことができる合併処理浄化槽の周知を図る必要 

があります。 

〇生活排水対策の重要性について、広報誌やホームページ、イベントなどで啓発を行う必要があ  

ります。 

 

５） 災害時の対応 

〇地震・風水害等の災害発生時には、被災後の生活環境の悪化に対処するため、し尿等を迅速 

かつ適切に処理する必要があります。 
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２. 生活排水処理の基本方針と目標 

(1)基本方針 
本市の生活排水処理について次の基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本計画においては、ＳＤＧｓが示す１７のゴールのうち、次の５つを主な目標としてＳＤＧｓ達

成に向けた取り組みを推進していきます。 

 

 

 

 

 

船橋川

穂谷川

天野川

淀川

N

国道307号
国道170号

京都守口線

国道1号
第二京阪道路

至 大阪

至 奈良

至 京都

公共下水道で処理する区域 

合併処理浄化槽で処理する区域 

生活排水処理計画区域の内、東部区域は主に山林であり、住居が連坦していな

いため「合併処理浄化槽で処理する区域」とし、それ以外については「公共下水

道で処理する区域」とします。 

● 公共下水道整備計画区域内において、生活排水の処理は公共下水道により行います。 

● 公共下水道整備計画区域外において、生活排水の処理は合併処理浄化槽を中心に行います。 

● 公共下水道の老朽化した管渠などの適切な維持管理を計画的に行うとともに、浄化槽の維持

管理が適正に実施されるよう指導・啓発に取り組みます。 
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(２)計画の目標 

1) 生活排水の処理の目標 
① 生活排水適正処理率 

       将来的には生活排水適正処理率を１００％目指し、これまでの生活排水処理形態別人口の

推移を踏まえ、計画目標を次のとおり定めます。 

 

 

 

② 生活排水の処理形態別内訳 

目標年次である令和１７年度の処理形態別内訳を、表１６に示します。 

 

表１６ 生活排水の処理形態別内訳表 

  
R１２年度 

（中間目標年度） 
R１７年度 

（最終目標年度） 

計画処理区域内人口 382,757 369,658 

  

水洗化・生活雑排水処理人口 380,864 368,363 

 

コミュニティ・プラント ― ― 

合併処理浄化槽 11,305 10,825 

（うち国交付金設置） (１１) (１０) 

公共下水道 369,559 357,538 

農業集落排水施設 ― ― 

水洗化・生活雑排水未処理人口 
（単独処理浄化槽） 

1,164 813 

非水洗化人口（汲み取り） 729 482 

生活排水処理計画区域外人口 0 0 

生活排水適正処理率 99.5% 99.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 17年度における処理の目標 

生活排水適正処理率 99.6％ 
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3. 目標達成に向けた施策等 

(1)基本計画の実現に向けた施策 

1) 公共下水道の整備 
〇公共下水道の老朽化対策を進め、計画的な維持・修繕及び改築を行い、適切な維持管理を 

図ります。 

〇災害に強く持続可能な下水道システムの構築に向けて、施設の重要度に応じた耐震化を進  

めます。 

〇下水道事業計画に基づき公共下水道の整備を行い、整備が困難な地域についても公共下  

水道の普及促進を図ります。 

〇公共下水道が整備された区域の家屋所有者に対して、供用開始前に通知するとともに、水 

洗化義務期限（供用開始日より３年間）に至るまで、定期的に接続依頼文を送付し、未接続 

家屋の解消に努めます。 

〇水洗化義務期限を超えた未接続家屋については個別指導及び勧告文書を送付することに 

より、水洗化指導を行います。 

 

２) し尿及び浄化槽汚泥等の処理 

〇本市が行う収集業務については、今後の適正な生活排水処理の進捗や災害時の対応を視 

野に入れた、より効率的で効果的な収集体制に努めます。 

〇公共下水道整備区域内における未接続世帯の点在化により、収集効率が低下していること 

から、公共下水道への接続啓発を行い、点在化の縮減に努めます。 

〇希釈放流センターの稼働に支障を来す油分を多く含む浄化槽汚泥等については、現地確認 

の際に適正な処理方法の指導を行います。 

 

３) 浄化槽の適正な維持管理 
〇浄化槽の管理者に対し、浄化槽法に基づく保守点検・清掃や法定検査の啓発及び指導を推 

進します。 

〇公設浄化槽については、本市が適正な維持管理を行います。 

 

４) 市民に対する広報・啓発活動及び環境学習の推進 
〇公共下水道が整備された区域においては、供用開始日から３年以内での公共下水道への   

接続について、広報誌やホームページにより周知し、水洗化を促進します。 

〇公共下水道整備計画区域外においては、生活排水の処理も行うことができる合併浄化槽の 

周知や、調理くず・廃油を流さないなど、各家庭で取り組むことができる生活排水対策の周 

知を行います。 

〇広報誌・ホームページ等により本市の河川の水質状況を紹介するなどの情報発信を行うと  

ともに、各種イベント等を通じ、生活排水対策の重要性について環境学習を推進します。 
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５) 災害時の対応 

〇枚方市地域防災計画に基づき、下水道関連施設や避難所の状況に応じて、仮設トイレを設 

置するとともに、大阪府に対し、「災害および感染症発生時におけるし尿及び浄化槽汚泥の 

収集運搬の協力に関する協定書」を基に支援を要請し、汲み取りを実施します。 

〇し尿の処理については、処理施設の状況を踏まえ、「し尿及び浄化槽汚泥の処理に係る相互 

支援基本協定書」に基づき対応します。  
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【資料編】 
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【１】諮問 

 

環 推 第 2 1 6 号 

令和７年５月 28日 

 

 

枚方市廃棄物減量等推進審議会 

会長 橋本 征二 様 

 

 

枚方市長 伏見 隆 

 

 

第２次枚方市一般廃棄物処理基本計画の策定について（諮問） 

 

 

 標記の件に関し、枚方市一般廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例第１４条

第１項の規定に基づき、諮問します。 

 別紙の諮問趣旨に沿い、調査・審議の上、答申をお願いします。 
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諮 問 趣 旨 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、市町村は一般廃棄物の適正な処理を行う

ため、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を策定することとされていま

す。 

本市では、ごみの減量・リサイクルに加え、生活排水の適正処理に関する取り組みを総

合的かつ計画的に推進するため、令和４年３月に改定した「枚方市一般廃棄物処理基本計

画」に基づき、計画目標達成に向け様々な取り組みを推進してまいりました。 

近年、国において令和元年 10 月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」、令和４年４

月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、食品ロスの削減

やプラスチックごみの資源化など、資源循環に向けた取り組みがより一層強化されている

ところです。 

現在の一般廃棄物処理基本計画の計画期間は令和７年度末となっていること、また、本

市の廃棄物行政を取り巻く状況も大きく変化していることから、現状と課題、国・府の動

向等を踏まえ、今後の循環型社会の形成に向けた計画目標のあり方や施策展開の方向性、

ごみの減量・リサイクル並びに生活排水の適正処理のさらなる推進を図るための取り組み

など、新たな基本計画の策定について貴審議会の意見を求めるものです。 

 

  

別紙 
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【２】答申 

 

令和７年 10月 21日 

 

 

枚方市長 伏見 隆 様 

 

 

枚方市廃棄物減量等推進審議会 

会 長  橋本 征二 

 

 

第２次枚方市一般廃棄物処理基本計画の策定について（答申） 

 

 

 令和７年 5月 28日付け環推第 216号にて諮問のありました、第２次枚方市一般廃棄物

処理基本計画の策定について、別添のとおり答申します。 

  

 

 

 

 

 

  

別添については、添付を省略しています。 
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【３】枚方市廃棄物減量等推進審議会 委員名簿 

 

区分 氏 名 団体等 

学
識
経
験
者 

石川
いしかわ

 聡子
さと こ

 大阪教育大学教育学部 教授 

大下
おおした

 和
かず

徹
ゆき

 京都大学大学院工学部工学研究科 准教授 

田村
たむら

 有香
ゆ か

 京都精華大学国際文化学部 教授 

(会長) 

橋本
はしもと

 征二
せいじ

 
立命館大学理工学部 教授 

関
係
市
民
団
体 

稲森
いなもり

 郁子
い く こ

 尊延寺の自然を守る会 代表 

白石
しらいし

 眞理子
ま り こ

 枚方市健康づくり食生活改善協議会 代表 

(副会長) 

早川
はやかわ

 孝
たかし

 
枚方市コミュニティ連絡協議会 会長 

廣永
ひろなが

 秀人
ひでと

 氷室校区コミュニティ協議会 役員 

藤波
ふじなみ

 智子
と も こ

 ひらかた夢工房運営連絡会 

関
係
業
者
団
体 

(副会長) 

大塚
おおつか

 正
まさ

矩
のり

 
北大阪商工会議所 中小企業相談所 課長補佐 

田
でん

 元
もと

浩
ひろ

 ひらかた環境事業協同組合 専務理事 

野々上
の の う え

 智規
とものり

 枚方市工業会 環境委員会委員長 

前田
まえだ

 達也
たつや

 大阪府電機商業組合枚方支部 顧問 

森
もり

 佳
か

悦
え

 北河内農業協同組合 女性会枚方地区 会長 

山縣
やまがた

 純
じゅん

司
じ

 枚方市商業連盟 理事 

  

（五十音順） 
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【４】枚方市廃棄物減量等推進審議会 審議経過 

 

 

開  催  日 会  議  名  等 内    容 

R7年 

5月 28日 
第 1回審議会 

１．審議会会長及び副会長の選出について 

２．第２次一般廃棄物処理基本計画の策定について（諮問） 

３．市民・事業者アンケート（案）について 

４．策定スケジュール（案）について 

7月 18日 第 2回審議会 

１．第２次一般廃棄物処理基本計画の策定について 

(１)生活排水処理基本計画について 

(２)ごみ組成分析調査の結果(速報値)について 

(３)ごみ量の将来推計について 

9月 11日 第 3回審議会 

１．第２次一般廃棄物処理基本計画の策定について 

(１)市民及び事業者アンケート調査結果について 

(２)ごみ処理基本計画の目標・施策について 

(３)食品ロス削減推進計画の目標・施策について 

10月１４日 第 4回審議会 １．第２次一般廃棄物処理基本計画の策定について（答申案） 
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【５】市民・事業者アンケート調査概要 

(１)アンケート調査概要 

①調査の目的 

 枚方市では、安全で安定的なごみ処理体制を確保することを基本に、ごみの減量やリサイクルなどの

様々な取り組みを推進しており、今回、次期一般廃棄物処理基本計画の策定に向けて、今後のごみ減

量・リサイクル施策の検討などの基礎資料として活用するため、「市民アンケート」と「事業者アンケート」

の２つの調査を行いました。 

 

②調査方法 

【市民アンケート】 

調査対象 
枚方市在住の市民：1,997人 

枚方市市政モニター：513人 

調査方法 郵送による配布・回収(Web回答可) 

調査期間 
枚方市在住の市民：令和 7年 7月 4日（金）～8月 1日（金） 

枚方市市政モニター：令和 7年 7月 21日（月）～ 8月 6日（水） 

回収率 
枚方市在住の市民：1,016/1,997人 (51％)  

枚方市市政モニター：426/513人 (83％) 

 

【事業者アンケート】 

調査対象 枚方市内の事業所から無作為に 563事業所を抽出 

調査方法 郵送による配布・回収(Web回答可) 

調査期間 令和 7年 7月 4日（金）～8月 1日（金） 

回収率 244社/563社 (43％) 
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(２)アンケート調査結果 

①市民アンケート 

 

【４Rの取り組み状況】 

●「いつも行っている」または「時々行っている」の回答を、その行動に取り組めていると捉えると、 

『レジ袋をもらわない』は 91.5%、『外出時にはマイボトルをもって出かける』は 81.4%と高い割合

となっていた。 

一方で、『まだ使える不要な衣類は古着屋やフリマアプリで売る』は 46.6%、『生ごみは水切りや乾

燥をしてからごみに出す』は 72.5%、『生ごみを自家処理（たい肥化等）する』は 6.9%の回答者が

取り組んでおり、前回のアンケート調査時と比較して取り組んでいる割合が減少している。 

 

 

 

68.1%

45.7%

11.1%

62.6%

53.2%

16.9%

43.3%

2.4%

23.4%

35.7%

39.0%

30.4%

38.4%

29.7%

29.2%

4.4%

4.4%

9.7%

28.2%

3.7%

5.7%

24.1%

15.5%

7.6%

2.4%

6.1%

18.7%

1.0%

0.9%

21.2%

9.0%

73.1%

0.3%

1.7%

0.9%

0.5%

0.6%

6.0%

1.7%

10.4%

1.4%

1.1%

2.1%

1.7%

1.2%

2.1%

1.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

レジ袋をもらわない

外出時にはマイボトルをもって出かける

ペットボトルや缶などの容器に入った飲料は買わない

確実に食べきれる量の食品を買う・注文する

冷蔵庫の中身を定期的にチェックする

まだ使える不要な衣類は古着屋やフリマアプリで売るなど、使ってくれ

る人を探す

生ごみは水切りや乾燥をしてからごみに出す

生ごみを自家処理（たい肥化等）する

いつも行っている 時々行っている ほとんど行っていない

まったく行っていない わからない機会がない 無回答
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【リチウムイオン電池等の処分方法】 

●正しい排出方法である「JBRC の回収ボックスや市の清掃工場の窓口へ出していた」の回答が約

半数となっていた。 

一方で、それ以外の方法で排出している回答が多く、特に、粗大ごみとして排出している割合が大き

い結果となっていた。 

 

 

【リユース品の購入・売却状況】 

●過去１年間にリユース品を購入または売却したことのある回答者の割合は、59.7％であり、購

入・売却の方法としては、リユースショップ・中古品販売店の店頭が最も多い結果となっている。 

一方で、過去１年間にリユース品を利用したことはない回答者の割合は 38.2％となっている。 

 

 

 

 

739

107

431

61

130

38

0 100 200 300 400 500 600 700 800

①JBRC等へ

②一般ごみへ

③粗大ごみへ

④ペット・プラへ

⑤その他

⑥無回答

576

178

288

86

105

551

27

0 100 200 300 400 500 600 700

①ﾘﾕｰｽｼｮｯﾌﾟ・中古品販売店の店頭

②ﾘﾕｰｽｼｮｯﾌﾟ・中古品販売店のﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ

③ﾈｯﾄｵｰｸｼｮﾝやﾌﾘﾏｱﾌﾟﾘ（個人売買）

④フリーマーケット等

⑤小売店・量販店の中古品販売ｺｰﾅｰ

⑥利用したことはない

⑦無回答
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【プラスチック使用製品廃棄物の分別収集を開始する場合の協力】 

●枚方市でプラスチック製品廃棄物の分別収集 

を開始することとなった場合には、「協力したい」 

または「どちらかというと協力したい」という回 

答の割合が 85.2％となっている。 

 

 

【食品ロスの発生状況】 

●普段の生活で食品ロスが発生していると認識している回答者の割合は、54.9％で、要因として

は、「購入した食品を使いきれず、捨ててしまうことがある」が一番多い結果となっている。 

一方で「食品ロスはほとんど出さない」という回答者の割合は、43.2％という結果となっている。 

 

 

 

27

8

623

97

249

307

374

552

0 200 400 600 800

⑧無回答

⑦その他

⑥食品ロスはほとんど出さない

⑤飲食店で多めに注文したりして残してしまう

④多めに作った料理を捨ててしまう

③野菜の皮等を厚めにむいて捨ててしまう

②もらい物で好みでないものを捨ててしまう

①購入食品を使いきれず、捨ててしまう

①協力したい

48.1%②どちらかというと

協力したい

37.1%

③どちらかというと

協力したくない

6.6%

④分別するべきではない

2.8%
⑤わからない

4.4%

⑥無回答

1.0%
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【古紙の排出状況】 

●「新聞紙」、「チラシ」、「段ボール」、「雑誌」、「紙パック」、「雑がみ」の排出方法としては、いずれの品

目でも『再生資源集団回収』へ排出する割合が最も大きい結果となった。 

一方で、「紙パック」、「雑がみ」については『一般ごみとして、枚方市の収集へ出す』という割合も高

い結果となっている。 

 

 

 

 

53.7%

51.6%

56.1%

54.8%

30.4%

38.9%

17.2%

18.1%

18.5%

22.2%

21.1%

12.8%

16.7%

6.5%

3.4%

13.2%

2.3%

4.1%

30.0%

31.5%

14.1%

2.5%

2.0%

2.2%

2.2%

15.1%

1.0%1.0%

6.7%

6.3%

7.3%

6.7%

3.4%

4.3%

1.7%

4.3%

3.6%

7.5%

5.6%

1.5%

2.6%

1.1%

5.5%

1.3%

0.5%

1.8%

1.3%

0.5%0.5%

5.9%

3.5%

1.9%

3.7%

5.5%

4.5%

58.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

新聞紙

チラシ

段ボール

雑誌

紙パック

雑がみ

その他の品目

自治会等で実施する再生資源集団回収へ出す 資源ごみ（古紙）に分別し枚方市へ出す

一般ごみとして、枚方市の収集へ出す スーパー等の古紙回収ボックスへ持込み

古紙回収業者等の民間事業者の収集へ出す 古紙回収業者等の拠点回収場所へ持込み

その他 無回答（該当なし）
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②事業者アンケート 

 

【ごみ減量・リサイクルに関する情報源】 

●回答事業者が参考とする情報として、収集業者からのお知らせと枚方市のホームページ等の情報

を参考としている割合が大きい結果となっている。 

 

 

【食品ロス削減に向けた取り組み状況】 

●コンビニエンスストアでは、全ての店舗が「タイムサービスなどによる売れ残り食品の削減」に取り

組んでおり、次いで「てまえどりの推奨」が多く見られた。百貨店やスーパーでは、「ばら売り・量り売

り」、「てまえどり」、「タイムサービス」の順に取り組みが多く、一部では「フードバンク」への寄付も行

われている。食品関連小売業も「ばら売り・量り売り」、「てまえどり」、「タイムサービス」を実施してい

る。飲食店・レストランの約半数は、食べ残しを減らすメニューの工夫や、食べ残しの持ち帰り対応に

取り組んでいる。 

 

 

6

4

13

14

26

11

51

140

9

141

0 20 40 60 80 100 120 140 160

⑩無回答

⑨その他

⑧口コミ

⑦枚方市ホームページ以外の関連サイト

⑥新聞・テレビ・ラジオなど

⑤同業種の組合・団体などからのお知らせや研修会

④本社からの指示やマニュアルなど

③収集業者からのお知らせ

②ビル管理会社などからのお知らせ

①枚方市ホームページ・広報誌・パンフレットなど

9

2

1

8

13

1

2

11

13

2

1

1

11 11

4

1

1

1

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

コンビニエンスストア

百貨店、スーパー

食品関連小売業

飲食店・レストラン

ばら売り、量り売りを導入している
「てまえどり」を推奨し、棚の前にある商品から選ぶように促している
タイムサービス等、売れ残り食品の削減に取り組んでいる
食べ残しが少なくなるようなメニューの工夫をしている
食べ残しの持ち帰りの要望に対応している
賞味期限間近の食品をフードバンク等に無償提供している
無回答
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【古紙のリサイクルの取り組み状況】 

●事業所から発生する紙類については、「段ボール」、「コピー用紙等の事務用紙」、「シュレッダーく

ず」、「チラシ、パンフレット」、「新聞紙」の順に割合が大きい結果となっている。 

このうち、リサイクルが実施されている紙類は、「新聞紙」、「段ボール」、「チラシ、パンフレット」、「コ

ピー用紙等の事務用紙」、「シュレッダーくず」の順に割合が大きい結果となっている。 

 

 

 

【プラスチックごみの排出状況】 

●「分別を徹底している」または「ある程度分別 

している」と回答した事業者の割合が８４．９％ 

という結果となっている。 

 

 

 

1

1

20

30

59

27

40

50

97

55

0

7

11

43

71

159

180

68

90

135

215

103

0 50 100 150 200 250

⑫無回答

⑪紙類はほとんど出ない

⑩その他

⑨紙パック

⑧紙製容器包装

⑦シュレッダーくず

⑥コピー用紙等の事務用紙

⑤書籍

④雑誌

③チラシ、パンフレット

②段ボール

①新聞紙

発生 発生かつリサイクル

①分別を徹
底している

43.9%②ある程度分
別している

41.0%

③分別して
いない
9.4%

④プラスチックごみ
は発生しない

3.7%

⑤その他
0.8%

⑥無回答
1.2%
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【市に求めるごみ減量・リサイクルに関する効果的な施策】 

●事業者がごみ減量・リサイクルに効果的と考える市の施策としては、「資源物のリサイクルルートの

情報提供」や「収集業者・処理業者に関する情報提供」、「法律や法令等の規制に関する情報提供」の

回答割合が大きい結果となっている。 

 

 

 

 

  

18

1

8

19

4

62

22

100

65

15

30

26

90

77

0 20 40 60 80 100 120

⑭無回答

⑬どのような取り組みがあっても促進すると思わない

⑫その他

⑪事業者に対する啓発や指導の徹底

⑩市の清掃工場へのﾘｻｲｸﾙ可能な古紙の搬入禁止

⑨事業所向けの分別ﾎﾞｯｸｽ購入の補助金制度

⑧ごみ減量・ﾘｻｲｸﾙに取り組む事業者の表彰制度

⑦古紙類や缶・びん・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙなどの資源物のﾘｻｲｸﾙﾙｰ
ﾄの情報提供

⑥優良事例の紹介

⑤事業所への出前研修会や相談員等の派遣

④講習会の開催

③ﾆｭｰｽﾚﾀｰの配信

②収集業者や処理業者に関する情報提供

①法律や条例等の規制に関する情報提供
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【６】枚方市の概況 

（１）地理的、地形的特性 

本市は、大阪府の北東部の淀川左岸に位置し、北東は京都府八幡市、東は京都府京田辺市、南は       

大阪府寝屋川市、 交野市及び奈良県生駒市、西は淀川を挟んで大阪府高槻市及び島本町と接して

います。地形的には、東部の生駒山地延長部・山麓地帯・谷口扇状地、西部の沖積平野、中央の丘陵・

台地に分けられます。 

 

     

                  位置図                       地形図 

                                   出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/） 

 

（２）気候的特性 

気候は瀬戸内式気候に属し、日照も多く比較的温暖で穏やかな気候です。１９９１年から２０２０

年までの３０年間の平均気温は、１月の４.９℃が最低で、８月の２８.３℃が最高となっています。ま

た、降水量は、１月の 49.8mmが最も少なく、６月の 194.2mmが最も多くなっています。 

 

平均気温と降水量 

出典：気象庁の気象データを基に作成 ※枚方観測所１９９１～２０２０年の平均値 
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(人) 

(単位：人) 

（３）人口 

本市の総人口は、昭和６０年度までは、大幅な増加を続けてきましたが、平成２１年度をピークに 

減少に転じ、減少傾向が続いています。１５歳未満の人口は減少する一方、６５歳以上の人口は増加

していることから、少子高齢化が進んでいることがうかがえます。また、世帯数は増加していますが、

一世帯あたりの人数は減少傾向が続いています。 

 

 
総人口の推移 

 

表 世帯数や年齢別人口データ 

 
（４）産業 

令和３年経済センサス-活動調査によると、本市の事業所数は第１次産業は０.１%、第２次産業は１

３.９%、第３次産業は、８６.０%となっており、全体事業所数は９,８３９事業所です。最も多い業種分

類は、卸売業・小売業（２,１９３事業所）で、次いで医療・福祉業（１,４３１事業所）となっています。 

 

産業大分類別事業所数構成 



 

63 

 

(単位：a＝100㎡) 

（５）土地利用状況 

本市の土地利用状況は次のとおりです。 

宅地の割合が最も多く、次いで田、雑種地と続いています。 

 

表 土地利用状況 

 

出典：枚方市統計書（各年１月１日現在）  

 

（６）水環境、水質保全に関する状況 

① 河川の状況 

本市内の主要河川は、図に示すとおりです。上水道水源である淀川は、本市域の西端を北から南 

にかけて約１１.５kmにわたり流れており、本市域では、船橋川、穂谷川、天野川の３本の一級河川

が淀川に注いでいます。 

    過去には、河川が生活排水の排水路として利用されていたこともあり、河川の水質に大きな負

荷を与えてきました。しかし、近年は下水道整備の進展等に伴い、河川の水質は改善傾向にありま

す。 

 
市内主要河川 
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② 各河川の水質経年変化 

市内３河川（船橋川、穂谷川、天野川）における BOD（７５％値）の経年変化をみると、表に示す

とおり、年度によって若干変動があるものの過去５年間では環境基準値（3.0mg/L）以下の数値で

推移しています。 

 

表 ３河川の BOD（７５％値）経年変化 
（単位：mg/L）            

 

環境基準値：3.0 mg/L 以下 
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【７】計画目標の設定の考え方 

 

（１）ごみ排出量予測一覧（現状趨勢） 

 

 

 

  

実績値← 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

(1) 人口

枚方市人口推計

調査報告書

（令和５年11月）

人 399,928 397,917 396,954 394,890 392,736 391,435 390,134 388,833 387,533 385,145 382,757 380,369 377,981 375,594 372,626 369,658

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

(2) 家庭系ごみ t/年 74,275 73,455 70,828 68,100 66,057 67,472 66,723 66,159 65,239 64,324 63,418 62,694 61,634 60,757 59,797 59,010

(3) 一般ごみ（収集） 指数近似 t/年 56,522 56,182 54,388 52,148 50,606 51,055 50,278 49,649 48,758 47,879 47,015 46,292 45,328 44,504 43,626 42,879

(4) 粗大ごみ（収集） 平均値 t/年 7,116 6,344 5,736 5,416 5,225 5,856 5,836 5,833 5,797 5,761 5,726 5,706 5,654 5,619 5,574 5,545

(5) 粗大ごみ（許可業者収集） 平均値 t/年 267 280 258 309 249 261 261 260 259 257 256 255 252 251 249 248

(6) 市民持込（直接搬入） 平均値 t/年 456 414 409 364 394 384 383 383 380 378 376 374 371 369 366 364

(7) 臨時ごみ・罹災ごみ（収集） 平均値 t/年 844 819 779 790 740 785 782 782 777 772 767 765 758 753 747 743

(8) 缶・びん・ガラス類（収集） 対数近似 t/年 3,014 3,097 2,898 2,816 2,668 2,779 2,743 2,715 2,676 2,637 2,601 2,574 2,533 2,501 2,464 2,438

(9) ペット・プラ（収集） 直近値 t/年 5,204 5,233 5,124 4,939 4,800 4,783 4,768 4,765 4,736 4,707 4,677 4,661 4,619 4,590 4,554 4,530

(10) 空き家等対応（収集） 考慮しない t/年 4 2 4 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11) 使用済小型家電（BOX回収） 直近値 t/年 13 13 11 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

(12) 古紙（収集） 対数近似 t/年 834 1,073 1,221 1,306 1,361 1,554 1,659 1,759 1,842 1,917 1,985 2,053 2,105 2,158 2,203 2,250

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

(13) 集団回収 t/年 11,815 11,186 10,454 9,659 8,873 9,099 8,678 8,308 7,918 7,552 7,207 6,903 6,578 6,289 6,006 5,751

(14) 新聞紙（集団回収） 対数近似 t/年 6,321 5,905 5,412 4,840 4,283 4,612 4,347 4,116 3,880 3,661 3,456 3,274 3,086 2,917 2,754 2,607

(15) 雑誌等（集団回収） 指数近似 t/年 2,595 2,325 2,187 2,065 1,954 1,886 1,793 1,709 1,621 1,537 1,457 1,385 1,311 1,242 1,175 1,116

(16) 紙製容器（集団回収） 平均値 t/年 20 21 20 20 22 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19

(17) 段ボール（集団回収） 指数近似 t/年 1,976 1,990 1,953 1,889 1,812 1,824 1,798 1,777 1,748 1,718 1,689 1,665 1,631 1,604 1,574 1,548

(18) 牛乳パック（集団回収） 対数近似 t/年 29 28 26 24 24 23 23 23 23 21 21 21 21 21 20 19

(19) 古布類（集団回収） 指数近似 t/年 633 689 641 610 575 521 484 453 419 389 360 336 310 288 267 248

(20) アルミ缶（集団回収） 直近値 t/年 243 228 216 211 203 213 212 211 208 207 204 203 200 199 197 195

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

(21) 事業系ごみ t/年 28,623 28,690 29,186 29,076 28,836 28,796 28,796 28,875 28,796 28,796 28,796 28,875 28,796 28,796 28,796 28,875

(22) 一般ごみ（許可業者収集） 直近値 t/年 28,278 28,303 28,628 28,632 28,297 28,297 28,297 28,375 28,297 28,297 28,297 28,375 28,297 28,297 28,297 28,375

(23) 一般ごみ（市関係） 平均値 t/年 332 367 507 386 474 418 418 420 418 418 418 420 418 418 418 420

(24) 粗大ごみ（市関係） 平均値 t/年 13 20 17 13 18 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

(25) 牛乳パック（学校給食） 直近値 t/年 — — 34 45 46 46 46 47 46 46 46 47 46 46 46 47

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

(26) 合計 t/年 114,713 113,332 110,468 106,835 103,766 105,367 104,197 103,342 101,953 100,671 99,421 98,472 97,008 95,843 94,599 93,635

採用推計式等 単位
 →推計値（現状趨勢）
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【 

 

 

 

実績値← 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

(1) 人口

枚方市人口推計

調査報告書

（令和５年11月）

人 399,928 397,917 396,954 394,890 392,736 391,435 390,134 388,833 387,533 385,145 382,757 380,369 377,981 375,594 372,626 369,658

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

(2) 家庭系ごみ t/年 74,275 73,455 70,828 68,100 66,057 67,472 66,723 66,159 65,239 64,324 63,418 62,694 61,634 60,757 59,797 59,010

(3) 一般ごみ（収集） 指数近似 t/年 56,522 56,182 54,388 52,148 50,606 51,055 50,278 49,649 48,758 47,879 47,015 46,292 45,328 44,504 43,626 42,879

(4) 粗大ごみ（収集） 平均値 t/年 7,116 6,344 5,736 5,416 5,225 5,856 5,836 5,833 5,797 5,761 5,726 5,706 5,654 5,619 5,574 5,545

(5) 粗大ごみ（許可業者収集） 平均値 t/年 267 280 258 309 249 261 261 260 259 257 256 255 252 251 249 248

(6) 市民持込（直接搬入） 平均値 t/年 456 414 409 364 394 384 383 383 380 378 376 374 371 369 366 364

(7) 臨時ごみ・罹災ごみ（収集） 平均値 t/年 844 819 779 790 740 785 782 782 777 772 767 765 758 753 747 743

(8) 缶・びん・ガラス類（収集） 対数近似 t/年 3,014 3,097 2,898 2,816 2,668 2,779 2,743 2,715 2,676 2,637 2,601 2,574 2,533 2,501 2,464 2,438

(9) ペット・プラ（収集） 直近値 t/年 5,204 5,233 5,124 4,939 4,800 4,783 4,768 4,765 4,736 4,707 4,677 4,661 4,619 4,590 4,554 4,530

(10) 空き家等対応（収集） 考慮しない t/年 4 2 4 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11) 使用済小型家電（BOX回収） 直近値 t/年 13 13 11 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

(12) 古紙（収集） 対数近似 t/年 834 1,073 1,221 1,306 1,361 1,554 1,659 1,759 1,842 1,917 1,985 2,053 2,105 2,158 2,203 2,250

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

(13) 集団回収 t/年 11,815 11,186 10,454 9,659 8,873 9,099 8,678 8,308 7,918 7,552 7,207 6,903 6,578 6,289 6,006 5,751

(14) 新聞紙（集団回収） 対数近似 t/年 6,321 5,905 5,412 4,840 4,283 4,612 4,347 4,116 3,880 3,661 3,456 3,274 3,086 2,917 2,754 2,607

(15) 雑誌等（集団回収） 指数近似 t/年 2,595 2,325 2,187 2,065 1,954 1,886 1,793 1,709 1,621 1,537 1,457 1,385 1,311 1,242 1,175 1,116

(16) 紙製容器（集団回収） 平均値 t/年 20 21 20 20 22 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19

(17) 段ボール（集団回収） 指数近似 t/年 1,976 1,990 1,953 1,889 1,812 1,824 1,798 1,777 1,748 1,718 1,689 1,665 1,631 1,604 1,574 1,548

(18) 牛乳パック（集団回収） 対数近似 t/年 29 28 26 24 24 23 23 23 23 21 21 21 21 21 20 19

(19) 古布類（集団回収） 指数近似 t/年 633 689 641 610 575 521 484 453 419 389 360 336 310 288 267 248

(20) アルミ缶（集団回収） 直近値 t/年 243 228 216 211 203 213 212 211 208 207 204 203 200 199 197 195

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

(21) 事業系ごみ t/年 28,623 28,690 29,186 29,076 28,836 28,796 28,796 28,875 28,796 28,796 28,796 28,875 28,796 28,796 28,796 28,875

(22) 一般ごみ（許可業者収集） 直近値 t/年 28,278 28,303 28,628 28,632 28,297 28,297 28,297 28,375 28,297 28,297 28,297 28,375 28,297 28,297 28,297 28,375

(23) 一般ごみ（市関係） 平均値 t/年 332 367 507 386 474 418 418 420 418 418 418 420 418 418 418 420

(24) 粗大ごみ（市関係） 平均値 t/年 13 20 17 13 18 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

(25) 牛乳パック（学校給食） 直近値 t/年 — — 34 45 46 46 46 47 46 46 46 47 46 46 46 47

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

(26) 合計 t/年 114,713 113,332 110,468 106,835 103,766 105,367 104,197 103,342 101,953 100,671 99,421 98,472 97,008 95,843 94,599 93,635

採用推計式等 単位
 →推計値（現状趨勢）
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（２）ごみの焼却量の予測（現状趨勢） 

ごみ排出量予測（現状趨勢）をもとに、ごみの焼却量は以下のとおり推計されます。 
 

項 目 令和６年度実績値 令和１２年度推計値 令和１７年度推計値 

ごみの焼却量 84,051t ８０,７６２t ７６,５４５t 

 

（３）計画目標数値について 

  「ごみの焼却量」の目標数値について、２０５０年度（令和３２年度）にごみの焼却量を５万トン以下  

とすることを目指し、以下のとおり設定しています。 
 

 項 目 令和６年度実績値 
令和１２年度目標数値 

（中間目標年度） 

令和１７年度目標数値 

（最終目標年度） 

目
標 

ごみの焼却量 84,051t 76,１９１t ※ ６９,６４１t 

 

   ※ごみの焼却量の令和１２年度（中間目標年度）目標数値の算出方法は、令和６年度実績値から令和   

１７年度目標数値への比例按分として算出した。 

 

 

図 ごみの焼却量 目標設定の考え方 

 

また、設定したごみの焼却量をもとに、個別指標を以下のとおり設定しています。 
 

 項 目 令和６年度実績値 
令和１２年度目標数値 

（中間目標年度） 

令和１７年度目標数値 

（最終目標年度） 

個
別
指
標 

１人１日あたりの 

ごみの排出量 
７２４g/人・日 ６８６g/人・日 ６５５g/人・日 

市によるごみの 

資源化量 
９,２９５t １０,６２２t １１,７２８t 

最終処分量 ９,７８２t ８,９６３t ８,２８１t 

温室効果ガスの 

排出量 
２８,３５５t-CO2 ２５,８９５t-CO2 ２３,８４５t-CO2 
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（４）各年度の目標数値（参考） 

 

計画目標 

項 目 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度 令和 17 年度 

ごみの焼却量 
[ t ] 

81,431 80,121 78,811 77,501 76,191 74,881 73,571 72,261 70,951 69,641 

 

個別指標 

項 目 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度 令和 17 年度 

１人１日あたりの 

ごみの排出量 
[ t ] 

711 705 699 693 686 680 674 668 661 655 

市によるごみの 

資源化量 
[ t ] 

9,737 9,958 10,179 10,401 10,622 10,843 11,064 11,285 11,506 11,728 

最終処分量 
[ t ] 

9,509 9,373 9,236 9,100 8,963 8,827 8,690 8,554 8,417 8,281 

温室効果ガスの 

排出量 
[t-CO2] 

27,535 27,125 26,715 26,305 25,895 25,485 25,075 24,665 24,255 23,845 

 

  



 

69 

【８】用語集 

あ行 

項目 説明 

一般廃棄物 
家庭での生活で出るごみや、事務所やお店などの事業活動で出るご

みのうち、産業廃棄物以外のごみのこと。(⇔産業廃棄物) 

一般廃棄物収集運搬許可業者 
市町村長から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄

物収集運搬許可を受けた者のこと。 

一般廃棄物処理実施計画 
一般廃棄物処理基本計画に基づき、市町村が年度ごとに一般廃棄物

の４Rの推進やごみの収集・運搬・処分等について定めた計画のこと。 

SDGs 

(エスディジーズ) 

持続可能な開発目標(Sustainablel Development Goals)のこ

と。２０１５年に国連サミットで採択された国際目標であり、２０３０年

を達成年とし、１７のゴールと１６９のターゲットから構成されている。

先進国も含め、全ての国が取り組むべき普遍的な目標となっており、

すべてのひとの行動が求められている点が特徴。 

大型ごみ持出しサポート収集 

自力でごみを屋外へ運び出すことが困難な高齢者・障がい者・妊産婦

などの世帯を対象に、市の職員が屋内から大型ごみを直接運び出し、

収集・運搬を行う支援サービスのこと。 

大阪湾広域臨海環境整備センター 

(大阪湾フェニックスセンター) 

近畿２府４県の市町村の廃棄物を長期安定的に、また広域的な処分を

図るため、「広域臨海環境整備センター法」に基づき昭和５７年３月に

設立された組織のこと。 

埋立処分場は、尼崎沖、泉大津沖、神戸沖、大阪沖の４か所にある。 

温室効果ガス 

太陽光により暖められた地表面は、赤外線を放射し、その一部は大気

中で吸収され、その一部が再放射されることにより地表付近を暖めて

いる。 

この大気中で赤外線を吸収する物質が温室効果ガスであり、二酸化炭

素、メタン、一酸化二窒素、フロン等がある。 

 

か行 

項目 説明 

合併処理浄化槽 家庭から出る生活排水のすべてを処理できる浄化槽のこと。 

家庭系ごみ 
市民の日常生活に伴って家庭から出る生ごみや紙類、布類、プラスチ

ック・木・金属・ガラス製品などの廃棄物のこと。(⇔事業系ごみ) 

家電リサイクル法 

(特定家庭用機器再商品化法) 

排出された家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類

乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量すると

ともに、資源の有効利用を推進するための法律のこと。 

紙製容器包装 

商品の容器や包装のうち、主な素材が紙製の紙箱、紙袋、包装紙、台

紙・中仕切、紙パックなどのこと。 

※段ボールや一部の飲料用紙容器を除く 

管渠 排水管又は排水渠のこと。一般的に「下水管」と呼ばれる。 

環境基本計画 

環境基本法第１５条に基づき、国（政府）が環境の保全に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的事

項を定めた計画のこと。 
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北河内 4市リサイクル施設組合 

枚方市・寝屋川市・四條畷市・交野市の４市により、ペットボトル・プラ

スチック製容器包装の中間処理を行い、再資源化を図ることを目的に

平成 1６年に設立された一部事務組合のこと。 

拠点回収(収集方式) 
家庭から排出される再生資源を、市が公共施設や商店等に設置した回

収拠点で回収し、資源化を行うこと。 

汲み取り 

公共下水道接続や浄化槽の設置がされていない環境で、トイレで排泄

されたし尿を便槽（タンク）に溜め、定期的にバキュームカーで回収す

る方式のこと。 

グリーン購入法（国等による環境物

品等の調達の推進等に関する法律） 

国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品

等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め、環境への負

荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図るための法律のこ

と。 

下水道事業計画 

下水道法第４条第 1項に基づき、下水道事業を実施する地方公共団

体が策定する事業計画のこと。枚方市では市域 6,512haのうち、

５,228haを下水道計画区域と位置付け、地区ごとに２つの事業計画

を策定している。 

下水道法 

公共下水道等の設置、その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備

を図り、もって都市の健全な発達および公衆衛生の向上に寄与し、あ

わせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする法律のこ

と。 

建設リサイクル法（建設工事に係る

資材の再資源化等に関する法律） 

建設工事で発生する廃材（建築廃棄物）を正しく処理し、リサイクルを

促すために作られた法律のこと。 

公共下水道 

次のいずれかに該当する下水道のこと。 

① 主に市街地における下水を排除、処理するために地方公共団体

が管理する下水道で、終末処理場を有するものまたは、流域下水

道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相

当部分が暗渠である構造のもの。 

② 主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団

体が管理する下水道で、河川その他の公共の水域若しくは海域に

当該雨水を放流するもの、または流域下水道に接続するもの。 

公民連携 
公共的課題の解決に向けて、枚方市と企業・大学・研究機関といった

民間事業者が連携すること。 

小型家電リサイクル法(使用済小型

電子機器等の再資源化の促進に関

する法律) 

デジタルカメラ・ゲーム機などの小型電子機器等に含まれる金やレア

メタル等の有用金属を回収し、資源循環を行うことによって廃棄物の

適正処理及び資源の有効利用の確保を図ることを目的に制定された

法律のこと。 

古紙 
１度使われた紙でリサイクルできる紙のこと。例として、新聞紙、段ボ

ール、雑誌・雑がみ、紙製容器包装等が挙げられる。 

戸別収集（ごみ収集方式） 家庭毎に玄関先などに排出されたごみを収集する方式のこと。 

ごみ処理基本計画策定指針 

市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項に規定さ

れている一般廃棄物処理計画を立案し、これに基づいて事業を実施す

ることができるよう、ごみ処理に関する基本的な事項について国が定

めた指針のこと。 

ごみ処理原価 
ごみの収集運搬、焼却及び最終処分等の処理に要する単位重量あた

りの費用のこと。 
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ごみ処理手数料 
枚方市がごみを処理するにあたって、ごみの排出者から徴収する手数

料のこと。 

ごみの有料化 
ごみ処理費用の一部または全部を、ごみの排出者が税金とは別に手

数料として負担すること。 

ごみ分別アプリ 
ごみの出し方や収集日、分別方法等をスマートフォンやタブレット端末

から簡単に確認することができるアプリのこと。 

コミュニティ・プラント 

（小規模下水処理装置） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が定める一般廃

棄物処理計画に従って設置する小規模の生活排水処理施設のこと。主

に公共下水道区域外の住宅団地等向けに設置される。 

 

さ行 

項目 説明 

再生資源集団回収 

自治会や子ども会などの団体が古紙や古布、アルミ缶などの資源物を

回収業者に引き取ってもらう活動のこと。回収量に応じて報償金を交

付している。 

災害廃棄物処理計画 

国の災害廃棄物対策指針に基づき、都道府県や市町村が災害廃棄物

処理に係る基本的事項を定めた計画のこと。災害時に市民の生活環

境の保全と速やかな復旧・復興を進めるために、大量発生する災害廃

棄物の迅速かつ適正な処理を行うことを目的としている。 

産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律及び同施行令で定められた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ

リ、廃プラスチック類など２０種類の廃棄物のこと。(⇔一般廃棄物) 

事業系ごみ 
事業活動に伴って事業所や事務所等から排出される産業廃棄物以外

の廃棄物のこと。(⇔家庭系ごみ) 

資源有効利用促進法(資源の有効

な利用の促進に関する法律) 

循環型社会を形成していくために必要な 3R(リデュース・リユース・リ

サイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律のこと。特に、事

業者に対して製造段階における対策や設計段階における配慮などを

求めている。 

終末処理場 

下水を最終的に処理して河川、その他の公共の水域または海域に放流

するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完

する施設のこと。 

循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示され

た概念で、廃棄物等の発生抑制、循環資源の利用及び適正な処分が確

保されることによって、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が

できる限り低減された社会のこと。 

循環型社会形成推進基本法 

資源消費や負荷の少ない「循環型社会」の構築を促すことを目的とし

て、廃棄物処理やリサイクルを総合的・計画的に推進するための基本

方針を定めた法律のこと。 

浄化槽汚泥等 

浄化槽で生活排水を微生物分解する過程で生じる汚泥や固形物のほ

か、ディスポーザ排水処理システムから生じた汚泥やビルピットに蓄

積した汚泥のこと。 

浄化槽法 
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的に、浄化槽の設置、保守点

検、清掃及び製造などについて定めた法律のこと。 

使用済小型家電 
デジタルカメラや携帯電話等の家庭で不要になった小型家電のこと。

小型家電にはレアメタル等の有用金属が含まれている。 
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食品リサイクル法(食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律） 

食品の売れ残りや食べ残しといった食品廃棄物について、国、地方公

共団体、事業者、消費者各主体の役割に応じた再生利用等の実施、食

品関連事業者に対して具体的な基準に従った再生利用の実施を定め

た法律のこと。 

食品ロス 

まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。家庭では、調理の

際に食べられる部分も取り除いてしまう過剰除去や食べ残し、食べる

前に消費期限などが切れて廃棄することが原因で発生する。事業所で

は、製造業や流通業、小売店での売れ残り、飲食店での売れ残りや食

べ残しなどによる廃棄が原因で発生する。 

食品ロス削減推進法(食品ロスの削

減の推進に関する法律) 

食品ロスの削減を促進するために、国、地方公共団体、事業者、消費者

の役割を規定し、多様な主体が国民運動として食品ロスに取り組むこ

とを目的に制定された法律のこと。 

ゼロカーボンシティ 
２０５０年に二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指す旨を首

長自らが又は地方自治体として公表された地方自治体のこと。 

水銀使用廃製品 
水銀及び水銀化合物が使用されている製品が、廃棄物となったもの

のこと。例として、蛍光管、電池類、水銀体温計等が挙げられる。 

ステーション収集(ごみ収集方式) 
一定の区域ごとに設置した「ステーション」に各家庭のごみを排出して

もらい収集する方式のこと。 

生活排水 

日常生活の台所や風呂、洗濯、トイレなどで発生する排水のこと。 

生活排水は、主にトイレからの「し尿」と、それ以外の台所や風呂、洗濯

などからの「生活雑排水」に分けられる。 

生活排水適正処理率 
公共下水道や合併処理浄化槽で生活排水が適正に処理されている人

口の割合のこと。 

整備困難地区 

周辺と比べて地形が低地になっていたり、河川・水路や地下埋設物な

どの支障物があったりするため、自然流下による下水道整備が困難な

地区のこと。 

生物処理方式 

微生物のはたらきを利用した下水処理方式のこと。 

微生物が下水の汚れ（有機物）を食べて増殖すると微生物の塊とな

る。この塊を沈殿させて、上澄み液と分けることで水をきれいにして

いる。 

 

た行 

項目 説明 

脱炭素 
二酸化炭素などの温室効果ガスの排出をできる限りゼロに近づける

取り組みのこと。 

「食べのこサンデー」運動 

枚方市独自の食品ロス削減に向けた運動のこと。日曜日をきっかけに

「食べる分だけ作りましょう」、「食べる分だけ注文しましょう」、「ご飯を

無理なく食べきりましょう」を合言葉にして食品ロスの削減を意識し、

それを日々の行動につなげていただけるよう働きかけている。 

多量排出事業者 

一日平均１０kg以上又は一時に１００kg以上の一般廃棄物を生じる

占有者のうち、事業活動に伴って月平均 2.5t(年間 30t)以上の一般

廃棄物を排出する事業者のこと。 

単独処理浄化槽 

トイレのし尿処理だけに対応している浄化槽のこと。台所や風呂、洗濯

などからの生活雑排水はそのまま公共用水域（河川等）にたれ流しに

されるため、新たに設置することは認められていない。 
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地球温暖化 
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンなどの温室効果ガスの濃度

が大気中で増加し、気温が上昇する現象のこと。 

厨芥類 
「生ごみ」のこと。家庭の台所や飲食店などで調理や食事の際に出る野

菜くず、残飯、食べ残しなど。 

中間処理 

廃棄物の最終処分までの間に、廃棄物を無害化・安定化・減量化・再資

源化するための処理のこと。焼却、破砕、圧縮、脱水、中和、蒸留、コン

クリート固型化などの方法がある。 

DX 

（デジタルトランスフォーメーション） 

企業や組織が デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセ

スを抜本的に変革し、競争力を高める取り組みのこと。 

デコ活 

（脱炭素につながる新しい豊かな暮

らしを創る国民運動） 

脱炭素（Decarbonization）＋エコ（Eco）＋活動（活）を組み合わせ

た造語で、環境省が２０２２年から始めた国民運動のこと。 

日常生活で楽しみながら温室効果ガスの排出を抑える行動を普及さ

せ、気候目標の達成を後押しする。 

トレンド法 
過去の傾向が今後も同様に推移するという考え方による将来推計の

手法のこと。 

 

な行 

項目 説明 

農業集落排水施設 
農林水産省において創設された農業振興地域の農業集落を対象にし

た下水処理事業で設置された生活排水処理施設のこと。 

２０３０ 大阪府環境総合計画 

大阪府環境基本条例に基づき、大阪府が現在及び将来にわたり府民

の健康で文化的な生活を確保することを目的として、豊かな環境の保

全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、施

策の基本的な方向性を定めた計画のこと。 

 

は行 

項目 説明 

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び

清掃に関する法律） 

廃棄物の排出の抑制、適正な分別、保管、収集、再生、処分等の処理及

び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の

向上を図ることを目的とした法律のこと。 

BOD （生物化学的酸素要求量 

Biochemical 

Oxygen Demand） 

水中の有機汚濁物質（汚れ）を水中の微生物が分解するときに消費す

る酸素の量のこと。 

枚方京田辺可燃ごみ広域処理施設 

枚方市の穂谷川清掃工場第 3プラントと京田辺市の甘南備園の焼却

施設の後継施設として枚方京田辺環境施設組合が管理運営を行う、

両市の可燃ごみを共同で処理する施設のこと。 

枚方京田辺環境施設組合 

平成２８年５月３１日に枚方市と京田辺市により設立された一部事務

組合(特別地方公共団体)のこと。両市で発生する一般廃棄物のうち、

可燃ごみの中間処理を行うための施設整備及び施設の管理運営に関

する事務を行っている。 
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ひらかたクリーンリバー 

「船橋川クリーン作戦」、「天の川クリーン＆ウォーク」、「クリーンリバー

穂谷川」を「ひらかたクリーンリバー」としてボランティアによる清掃活

動を実施・支援している。 

枚方市一般廃棄物の減量及び適正

処理の促進等に関する条例 

枚方市が市民の健康で快適な生活を確保することを目的として、一般

廃棄物の４Rを促進するとともに、一般廃棄物を適正に処理し、あわ

せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生

の向上を図り、並びに資源を節約し、循環して利用する都市の形成を

目指すために必要な事項を定めた条例のこと。 

枚方市環境基本計画 

枚方市環境基本条例に基づき、枚方市が環境の保全と創造に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために、環境施策を推進するための

基本方針を定めた計画のこと。 

枚方市下水道条例 
下水道法に基づき公共下水道の設置、管理、使用等に関する事項を定

めた市の条例のこと。 

枚方市下水道整備基本計画 

老朽化対策をはじめとする様々な事業を進めていく必要があること

から、下水道整備事業における整備事業の重点項目（老朽化対策、地

震対策、雨水整備、汚水整備）を示し、基本的な考え方をまとめた計画

のこと。 

枚方市地域防災計画 

災害時における市民の生命、身体及び財産を守ることを目的に、災害

による被害を軽減するための災害予防や応急対策、復旧・復興対策に

関しての大綱を定めた、枚方市防災会議が定めた計画のこと。 

枚方市地球温暖化対策実行計画 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、枚方市が地球温暖化

対策を具体化し、取り組みを推進するために、基本方針を定めた計画

のこと。 

枚方市廃棄物減量等推進審議会 

一般廃棄物の減量や適正処理に関する事項等について審議・答申する

ため、設置されている審議会のこと。学識経験者・市内の公共的団体

の代表者・事業者・市民で構成される。 

枚方市分別収集計画 

容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、市町村が容器包装廃棄物の分別収集を計画

的・総合的に行うために、容器包装廃棄物の収集・運搬・処分等や発生

抑制について定めた計画のこと。 

ひらかた夢工房 

ごみの発生抑制・再使用・再生利用など、ごみ減量施策に沿った市民

活動を市民ボランティアが活動する拠点施設のこと。穂谷川清掃工場

内に設置されており地域環境学習及びリサイクル活動などが行われて

いる。 

プラスチック資源循環促進法(プラ

スチックに係る資源循環の促進等

に関する法律) 

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体

におけるプラスチック資源循環等の取り組みを促進するための措置を

定めた法律のこと。 

プラスチック製容器包装 
商品の容器や包装のうち、プラスチック製のトレイ類、ボトル類、カッ

プ・パック類、袋・ラップ類などのこと。 

フードドライブ 

家庭から提供できる食品を回収拠点やイベントに持ち寄り、地域の福

祉施設や子ども食堂、生活困窮者支援団体などに寄付する活動のこ

と。 

フードバンク 

飢餓をなくすことを目的に、余ったり捨てられたりしてしまう食べ物を

食品ロスとなる前に引き取り、必要な人に届ける社会的な取り組みや

団体のこと。 
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ふれあいサポート収集 

日常のごみ出しが困難な高齢者、障害者等で構成される世帯を
対象に、市の職員が戸別に玄関先まで収集に伺う支援サービス
のこと。 

 

ま行 

項目 説明 

未承諾地区 

私有地（私有道路）であり、所有者の承諾が得られない、所有者の所在

が不明、または所有者が法人で倒産している、などの理由により下水

道工事に着手することができない地区のこと。 

 

や行 

項目 説明 

容器包装リサイクル法(容器包装に

係る分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律) 

容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化

を図るための法律のこと。消費者は分別排出、市町村は分別収集、事

業者は再商品化という役割分担のもとでリサイクルを推進するもの。 

４Ｒ 

（ヨンアール） 

『リフューズ』（不要なものを「断る」）、『リデュース』（発生抑制）、『リユ

ース』（再使用）、『リサイクル』（再生利用）の４つの頭文字を取ったも

の。 

 

ら行 

項目 説明 

リサイクル(Recycle再生利用) 
廃棄物等を資源として再利用すること。 

例えば、新聞や雑誌を再生紙やトイレットぺーパーにする取り組みなど。 

リデュース(Reduce発生抑制) 

廃棄物の発生自体を抑制すること。 

例えば、使い捨て品を購入しない、良い品を長く使う、食べ残しを出さ

ない取り組みなど。 

リフューズ(Refuse断る) 

不要なものや余計なものを断ること。 

例えば、買い物袋を持参してレジ袋を断ることや、弁当の割箸、アイス

クリームのスプーンを断る取り組みなど。 

リユース(Reuse再使用) 

使い捨てせず、まだ使えるものを繰り返し使用すること。 

例えば、玩具や機器等を修理して使用する、容器等を繰り返し使用す

る取り組みなど。 
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